
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会会議記録

新型コロナウイルス感染症対策特別委員長 平岩 純子

１ 日 時

令和３年８月２６日（木） 午後１時００分から

午後４時０１分まで

２ 場 所

第３委員会室、第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

平岩純子、衛藤博昭、吉竹悟、清田哲也、今吉次郎、太田正美、麻生栄作、木田昇

原田孝司、馬場林、戸高賢史、末宗秀雄

４ 欠席した委員の氏名

阿部長夫、二ノ宮健治、堤栄三

５ 出席した委員外議員の氏名

森誠一、高橋肇、藤田正道、猿渡久子、小川克己

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

福祉保健部長 山田雅文 ほか関係者

７ 出席した参考人の職・氏名

社会医療法人三愛会 理事長 三島 康典

大分商工会議所 専務理事 中島 英司

８ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

９ 会議の概要及び結果

（１）付託事件の調査に関する今後の活動計画について協議した。

（２）新型コロナウイルス感染症について、執行部から報告を受けた。

（３）ＣＯＶＩＤ－１９患者の受け入れから見える希望と課題及び新型コロナウイルス感染症

の影響と大分商工会議所の取組について、参考人から意見聴取を行った。

１０ その他必要な事項

「新型コロナウイルス感染症について」は、福祉保健生活環境委員会との合同委員会で行

った。

１１ 担当書記

政策調査課調査広報班 副主幹 矢野順子

政策調査課調査広報班 主任 佐藤千種

政策調査課政策法務班 副主幹 安達佑也

議事課委員会班 副主幹 白岩賢一
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新型コロナウイルス感染症対策特別委員会次第

日時：令和３年８月２６日（木）１３：００～

場所：第３委員会室、第４委員会室

１ 開 会

２ 付託事件について １３：００～１３：３０

（１）内部協議

（２）新型コロナウイルス感染症について

３ 参考人からの意見聴取 １４：００～１５：５０

（１）ＣＯＶＩＤ－１９患者の受け入れから見える希望と課題

参考人 社会医療法人 三愛会 理事長 三島 康典 氏

（２）新型コロナウイルス感染症の影響と大分商工会議所の取組について

参考人 大分商工会議所 専務理事 中島 英司 氏

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

これより、新型コロナウイルス感平岩委員長

染症対策特別委員会を開催します。

本日は都合により、阿部委員、二ノ宮委員、

堤委員が欠席しています。

また、委員外議員として、猿渡議員が出席し

ています。

本日の委員会は、まず、前回の委員会で御意

見を募集したアンケートについて協議し、その

後、福祉保健生活環境委員会と合同で、執行部

より新型コロナウイルス感染症について報告を

受けることとしています。

１４時からは参考人からの意見聴取を予定し

ています。まず、社会医療法人三愛会の三島理

事長からお話しいただき、続いて１５時１０分

から、大分商工会議所の中島専務理事からお話

しいただきます。

非常に時間が限られているので、委員の皆さ

んは発言の際には簡潔に、質問はまとめて御発

言いただくようお願いします。

それではまず、前回の委員会で提案させてい

ただいたアンケートについてです。８月１０日

までの期限で皆さんから御意見を募集しました。

そこで、自民党から御提案をいただきましたの

で、まず、衛藤副委員長から御説明をお願いし

ます。

それでは、お手元の資料１を御衛藤副委員長

覧いただければと思います。

前回お示ししたアンケートの案は、自由記述

で聞き取りをする形でしたが、それでは回答し

づらいのではないか、設問がいくつかあった方

がよいのではないかと会派の方から意見をいた

だきました。

そこで、過去、特別委員会で実施したアンケ

ートだったり、他県で行われたコロナに関する

アンケートなどを参考に設問形式にしたものを

御提案しています。

いくつかの項目に分けて書いていただくこと

で、中間報告に向けての意見をまとめやすくな

るのではないかと思っています。

また、資料の左上にＱＲコードの記載があり

ますが、事務局でオンラインでも回答できるよ

うにページを開設し、紙での聞き取り調査と並

行して、それぞれのＳＮＳなどで回答を呼びか

けることもできるようにしては──委員の皆さ

まもフェイスブック、インスタグラム、ツイッ

ターとか、いろんなＳＮＳのページをお持ちだ

と思うので、そういったＳＮＳ等も活用して回

答を呼びかけることもできるようにしてはどう

かと思っています。

中間報告についても、前回は委員がいくつか

のパートに分かれてこれまでの動きをまとめる

という話もありましたが、こういった形で今回

アンケートを取るのであれば、そういう結果も

まとめて、また、参考人の意見も取り入れて報

告という形にする方が、もともとコンセプトで

ある県民の声を県政に届けるという意味でも最

適ではないかと思います。その点、御提案しま

すが、いかがでしょうか。

ありがとうございます。平岩委員長

設問については、委員によって関心のある部

分が違い、細かくするときりがないので、とて

もいい案だと思います。この案で進めたいと思

いますが、いかがでしょうか。

設問は両面にあるので、御覧いただいて、何

か御意見があれば挙手願います。

とても書きやすいアンケートだと思原田委員

います。ただ、１個だけ、裏側の問４の感染拡

大の防止と社会経済の活性化、どちらだと思い

ますかとありますが、この質問はどういった意

図ですか。

こちらは県民の率直な気持ちと言うか、事務局

意見として、どちらも重要であることは間違い

ないですが、どちらの方を県民の皆さんは気持

ちとしてより大事だと思っているのか、率直な

御意見を聞けると、一つ、県民の声を聞くとい

う意味で参考になるのではないかと設問を入れ

ています。

なぜ聞いたかといえば、自分だった原田委員
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らちょっと答えにくいなと思ったのが１点と、

例えば、社会経済の活性化の方がアンケートの

数として大きくなった場合、そちらに施策の重

心が傾いていってしまわないかと感じたので意

図を聞きました。

多分県民の多くはどちらも大切だという人が

ほとんどではないかなと思ったので、この聞き

方について御意見を他の方もあるのかなと思っ

て聞きました。

皆さんいかがでしょうか。平岩委員長

原田委員のおっしゃるとおり、コロ末宗委員

ナは時期によって違うんだよね。爆発的に多い

ときは感染拡大の防止になるし、収まっていた

ら社会経済の活性化になると思います。だから、

原田委員の言うとおり、この質問はその状況に

よって変わってくるから、質問として難しいね。

僕も原田委員の言うとおりだと思いますが。

皆さんいかがですか。平岩委員長

私も最初にこの原案を見たとき、どちらとも

言えないというより、どちらも必要という項目

が１個出てくると書きやすいのかな。そうする

と、そこに集中してしまうかもしれないですが、

この項目、いかがしましょうか。

例えば、感染拡大の防止で何が必要原田委員

だと思いますかとか、社会経済の活性化で特に

何が必要だと思いますかとかいう書き方の方が

いいのではないかと感じています。

いくつかの課題が出されましたが、平岩委員長

それはこちらで検討して、また皆さんにお伝え

するということで。

検討する時間はあるの。末宗委員

はい。お渡しするのが第３回定例平岩委員長

会の初日なので。

もし、検討して変更か追加するので木田委員

あれば、あなたの生活様式はどのように変わり

ましたかとか、そういうところも入れるとか、

生活様式に関わることに替えてもいい。家族と

いる時間が増えたとか、そういった生活様式に

関わる設問もあっていいのかなと思ったので、

御検討いただきたいと思います。

皆さんに提案するのが９月８日で平岩委員長

すので、この場である程度決めてしまった方が

いいかと思います。

問４については、外す、若しくは、今、原田

委員が御意見を出しましたが、感染拡大につい

てどういうふうに……すみません。いろいろ打

合せをしていますが、これは１枚で収めるのが

一番書きやすいですよね。そうすると、何かを

入れるとすれば、問４のところは思い切って削

る、若しくは今言っていただいたあなたの生活

様式はどう変わりましたかという項目を入れる

としたら、問４についてはカットするというこ

とも考えられると思いますが、コロナによって

あなたの生活様式はどのように変わりましたか、

それもまたとても奥深くて、広い意味を捉える

ことですが……では、そう変更してもよろしい

ですか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

では、問４については削ります。平岩委員長

そして、あなたの生活がどう変わったかとい

うところを新たに設問として設けたいと思いま

す。

そのほかのことについてはいかがでしょうか。

問２だったら生活面について書くと今吉委員

ころがありますがね。

生活面、あるね。ここにあれば、そ末宗委員

れはいらないのではないか。

なかなかこの場で設問まで作り衛藤副委員長

込むのも難しいので、一旦お預かりして、また

ＷｏｗＴａｌｋなんかを通じて案を示していた

だいて、そこで御意見をいただく形を取るのも

一案かと思いますが。（「もうお任せしていい

ですよ」と言う者あり）

では、今出された三つの意見を最平岩委員長

重要課題として受け止め、案を作り直します。

それで、ＷｏｗＴａｌｋを通じて皆さんにお配

りします。締切りは間近ですので、それまでの

間に設問用紙を作りたいと思いますが、皆さん

それでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

ありがとうございました。急にお平岩委員長

示しして申し訳ありませんでしたが、そのよう

にします。

アンケートについては、今いただいた意見も
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踏まえて、正式に作成したものを９月８日、第

３回定例会の開会日に皆さまにお配りします。

そのアンケートで聞き取った県民の声と、参

考人の意見を取りまとめたものを中間報告とし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それではそのようにします。平岩委員長

なお、アンケートを聞き取る人数については、

１人最低１０人としたいと思いますが、いかが

でしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

では、アンケート調査は、委員１平岩委員長

人につき１０人以上とします。

次に、アンケート調査の期限についてです。

お手元に配付の資料２を合わせて御覧ください。

素案作成の期間を加味して、１１月には集約し

た意見を委員会で協議することとします。それ

までに聞き取りが終わった分は、随時事務局に

提出してください。

集約作業等もあるので、最終提出期限は１１

月５日としたいと思いますが、いかがでしょう

か。

〔「異議なし」と言う者あり〕

では、アンケートの最終提出期限平岩委員長

は１１月５日とします。

最後に、次回の日程についてです。次回の委

員会は、第３回定例会の予備日となっている９

月２４日（金）１３時３０分からを予定してい

ます。参考人として、井上病院局長にお越しい

ただきます。よろしくお願いします。

それでは、次に、付託事件（２）新型コロナ

ウイルス感染症について、執行部より報告を受

けます。

みなさんがおそろいになるまで少々お待ちく

ださい。

午後１時１７分休憩

午後１時３０分再開

それでは、引き続き委員会を開催平岩委員長

します。

ここからは福祉保健生活環境委員会との合同

実施となるので、御手洗委員、小川委員に出席

いただいています。本日は所用のため、阿部委

員、二ノ宮委員、堤委員が欠席しています。ま

た、委員外議員として、藤田議員に出席いただ

いています。森議員は遅れています。

さきほども申しましたが、時間が限られてい

るので、発言の際には簡潔に、質問はまとめて

御発言いただくようお願いします。

また、委員外議員の皆さんは委員の質疑終了

後、挙手をし、私から指名を受けた後、御発言

願います。

それでは、執行部は説明をお願いします。

初めに、私から一言御挨拶山田福祉保健部長

を申し上げます。

本日は貴重な説明の機会をいただき、誠にあ

りがとうございます。コロナの状況は依然とし

て全国的に拡大基調で、デルタ株が非常に猛威

を振るっています。昨日、緊急事態宣言地域、

あるいはまん延防止等重点措置地域のエリアが

３３都道府県まで拡大することになりました。

本県においても非常に厳しい状況は同様なわけ

ですが、昨日、知事から記者会見をしたように、

本県としてはまん延防止等重点措置の適用の要

望をせずに、迅速かつ弾力的に対応できるよう

に、独自の対策として時短の要請や外出の自粛

といったことを引き続きお願いしています。

また、病床がだんだん逼迫して病床使用率も

５０％を超えています。病床の拡大、あるいは

宿泊療養施設も現在５棟で運用していますが、

これもさらに開設に向けて今準備をしています。

病床の負担をなるべく軽減する、あるいは自宅

療養を最小限にとどめる努力をしています。

また、ワクチンは切り札と言われていますが、

実際に今、感染状況を見ると、高齢者の感染者

は減っています。ブレークスルーで感染する方

もいますが、幸い症状は軽症がほとんどで、ワ

クチン接種の効果も顕著に確認されています。

そういう中で、県営接種センターを来月１日か

ら県庁の１４階で開設し、現在、県内全域の全

年代の方を対象に申込みの受付をしています。

市町村や、あるいは職域接種とも連携しなが

ら、１１月の接種完了目標を１日でも前倒しで

きるように全力を尽くしていくので、委員の皆

さまにおかれては、引き続き御指導、御鞭撻を
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賜りますようよろしくお願いします。

詳細について、藤内理事から御説明します。

着座にて現在の感染状況に藤内理事兼審議監

ついて、お手元の資料に沿って説明します。

新型コロナウイルス感染症の現状について、

世界では２億を超える感染者と、死亡者が４０

０万人を超えています。国内では、部長の挨拶

でも触れたとおり、緊急事態宣言が２１都道府

県に、まん延防止等重点措置区域が１２県に拡

大されました。

県内の発生状況ですが、昨日までに６，１５

２人の感染を確認し、６６人が亡くなられてい

ます。

下の表、非常に細かくて申し訳ありませんが、

クラスターの発生状況を右側に一覧でお示しし

ています。最近の第５波の感染状況を知る上で

重要な部分なので、簡単に説明します。

８月の１２、１３、１４、１５日、このお盆

あたりから接待を伴う飲食店や会食でのクラス

ターが増えてきました。お盆明けからは高齢者

施設、高齢者は基本的にワクチンを２回打って

いますが、やはり１回しか打っていない方とか

職員とかが感染し、その施設に広がるといった

傾向が見られます。幸いワクチンを２回打って

いた方は軽症で済んでいるので、医療機関の負

荷は軽減できています。

その後、高校の寮とか、大学の下宿とか、そ

れから、山家学園もそうですが、集団生活をし

ている施設でのクラスターが相次いでいます。

また、トキハであったり、宇佐市役所といった

職場、事業所でのクラスターも今週になって増

えてきています。

また昨日、上野丘高校のクラスターを報告し

ましたが、高校でのクラスターは、クラスで感

染が広がるといったことも見られています。

では、次のページを御覧ください。

人口１０万人当たりの新規感染者数を多い順

に並べたものです。九州・山口を緑色で網かけ

しています。沖縄がワーストワンで、次いで福

岡県が８位、そして、大分県が１２位という状

況です。人口１０万人当たり１１７．１８人と

いった数字になっています。

次のページを御覧ください。

これは国内の新規感染者数の１週間ごとの平

均、７日間移動平均を青い棒で、そして、赤い

折れ線グラフで１人の感染者が何人に感染させ

るかという実効再生産数を示しています。この

実効再生産数が今後の流行状況を占う上で重要

な指標とされています。

例えば、今回の第５波は８月１日にこの実効

再生産数１．７９と一番高くなっています。こ

れは、この頃に国内の感染が最も急速に拡大し

たことを物語っています。７月２２日から２５

日の４連休のちょうど１週間後に国内で急速に

感染が拡大しています。そして、一番直近の実

効再生産数は１．１８。この数字が１を下回る

と流行はピークアウト、峠を越えて下降局面に

入ると言われています。実はお盆前にちょっと

減り始めて、このままスムーズに１まで下がる

かと思われたんですが、お盆明けに感染が拡大

して、また上がっています。現在１．１８とい

う状況で、また少し下降気味ではありますが、

これが１を超えている以上、国内における感染

拡大は続き、ピークアウトがまだ見えない状況

です。

特にこの規模を御覧いただくと、ピーク時の

感染者数は、第３波、第４波は全国でほぼ同じ

規模でしたが、第５波については２倍以上、３

倍に迫る大きな規模になっています。

次のページが大分県の感染状況です。同じよ

うに第３波、第４波、そして、第５波の状況を

示しています。

赤色で示したのが感染経路不明者で、今回も

やはりここへ来て、赤の感染経路不明者が増え

てきています。一番新しい数字が１１７．１８

人で、増加の速度が少し鈍くなったかなという

ところですが、まだ予断を許さない状況です。

県内の第３波のときのピークが人口１０万人当

たり１２．１６人、第４波が４７．９３人、そ

して、現在この第５波は、さらにその２倍より

も大きな規模になっている状況です。

では、次のページを御覧ください。

これが県内の感染状況の評価を示すステージ

表です。八つの指標で総合的に評価することに
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なりますが、現在はステージⅢと判断していま

す。

それぞれの指標について御説明します。重症

者用の病床使用率ですが、２床使用されており、

その結果、４．７％でステージⅠの基準にとど

まっています。後でも詳しく御説明しますが、

若い世代が多いこともあり、第５波では、幸い

重症者は今までの第３波、４波に比べ少なく、

本当にまれではありますが、４０代、５０代で

重症化する方々が出てきて、現在、２人が人工

呼吸器を使っている状況です。

次の２番、病床使用率は、最大確保病床であ

る４４５床に対し、２３２床を使用し、５０％

を超えています。これはステージⅣの基準にな

っています。

感染経路不明者割合は４１．５％ということ

で、これはステージⅡにとどまっています。そ

して、人口１０万人当たりの新規感染者数は１

１７．１８人ということで、ステージⅣの基準

である２５人を大きく上回っています。

また、次の入院率、療養している方に占める

入院患者の割合は、現在１，３７７人が療養中

で、そのうちの２３２人が入院していて、入院

率は２５％を下回り、ステージⅣの基準になっ

ています。療養者数は、今申し上げた１，３７

７人が人口１０万人当たりでは１２１人で、こ

れもステージⅣの基準になっています。直近１

週間と先週１週間の比較では、７５２人が１，

３３０人と大きく増えています。

そして、もう一つ気になる指標がＰＣＲ陽性

率です。この１週間のＰＣＲや抗原検査の件数

は１万２，２６１件、そのうちの１，３３０人

が陽性で、陽性率が１０％を超えています。第

３波や第４波のときでもここまで高くならなか

ったので、現在の県内の感染状況をこうして見

ると、かなり厳しい状況ということが分かりま

す。

では、次のページを御覧ください。

これは第４波と第５波の感染者の年齢構成を

比較したものです。第４波はカラオケでのクラ

スターが非常に大きなウエイトを占めましたが、

高齢者のクラスターもあって、６０歳以上が３

割を超えていました。一方、ワクチンの効果で

第５波は６０歳以上が１０％を下回っています。

これがさきほど申し上げた医療機関への負荷軽

減につながっています。

一方、２０歳未満や２０から４０歳未満が非

常に多くなっています。連日２０代の感染者割

合が最も高くなっています。また、２０歳未満

では小学生や中学生、高校生といった児童生徒

も増えてきており、最近はコンスタントに１日

に２０人前後、児童や生徒の感染が確認されて

います。特に感染拡大地域で小中学校の開始を

遅らせましたが、小中学生、児童生徒から親、

祖父母への感染拡大を抑えることも今重要にな

ってきています。

では、次のページを御覧ください。

感染経路、これも第４波と第５波の比較です。

一番目立つのは、県外由来が第４波に比べると

第５波では７％と大きくなっていることです。

お盆、あるいはその前の７月の４連休にこちら

に帰省され、そこで会食をし、若い世代を中心

に感染が拡大し、それが家族や、知人、友人に

広がるという形で感染が拡大しています。

また、飲食店や会食での感染、さきほどクラ

スターの例を紹介しましたが、これが第４波に

比べると第５波で大きくなっていることも特徴

です。

一方、緑色で示した医療機関や施設の感染者

は、ワクチン接種を医療機関や施設で実施した

ことから第４波に比べるとかなり少なくなって

います。このあたりもワクチンの効果が出てい

ると言えるかと思います。

では、次のページを御覧ください。

少し見づらいグラフで恐縮ですが、第４波と

第５波の市町村別の感染者の内訳を比較したも

のです。

第４波に比較し、第５波においては、別府市、

そして、何より中津市の感染者のウエイトが非

常に大きくなっています。

一方、第４波で多かった日田市が減っている。

それから、由布市は、小学校で二つ大きなクラ

スターがあったので、第４波では多くなってい

ましたが、第５波では少なくなっています。い
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ずれにしろ、大分市だけではなく、別府市や中

津市において感染が拡大していることが今回第

５波の特徴です。

それでは、次のページを御覧ください。

市町村ごとの直近１週間、８月１９日から昨

日までの人口１０万人当たりの新規感染者数を

棒グラフにしたものです。中津市が２００人を

超えています。さきほど都道府県別の人口１０

万人当たりの数値を御覧いただきましたが、比

較すれば、中津市は東京都レベルの感染状況に

なっています。また、隣接する宇佐市、そして、

別府市、大分市という順になっています。由布

市もここでは順位が上がってきていますが、今

週、由布市内の施設でクラスターが発生したこ

ともあって、その影響も出ているかと思います。

では、次のページを御覧ください。

県内第５波は、一番直近の変異株のスクリー

ニングは２１件中２１件ともデルタ株で、今回、

県内はデルタ株の流行になっていると考えてい

いかと思いますが、こうしたデルタ株への四つ

の対応を進めています。

まず、医療供給体制の強化として病床数の増

加と宿泊施設の確保です。病床数は現在４４５

床ですが、さらなる上積みを今も続けています。

宿泊施設については８月２３日に五つ目のホテ

ルクラウンヒルズ大分をオープンし、現在６８

４室を確保しています。さらに上積みを図るべ

く、中津市や日田市でも開設準備、さらに大分

市でももう一つの開設準備をしています。

また、御案内のように、この後、三島先生か

ら詳しく話があるかと思いますが、抗体カクテ

ル療法が早期の投与により予後、重症化とか死

亡するリスクを大きく改善できるということで、

県内でも積極的にこのカクテル療法が進められ

ています。現在、医療機関で実施されています

が、これが宿泊施設でも実施できるようにとい

うことで、４番目のホテルボストンに医師が２

４時間常駐する形で抗体カクテル療法が実施で

きるよう準備しています。

また、これも三島先生から話があろうかと思

いますが、国がかなり方針を変えて、外来でも

できるようにと、県内においても外来での抗体

カクテルの点滴ができるよう準備を進めていま

す。ワクチンにより若い世代が中心になったと

はいえ、やはり５０代あるいは４０代で基礎疾

患のある方は重症化するので、そういう方々に

早期に抗体カクテル療法ができる体制を今構築

しています。

それから、二つ目が感染防止対策の強化で、

８月１７日に第４０回の対策本部会議を開き、

ここにお示しした対策をお願いしました。既に

委員の皆さまは御承知のことと思うので、一つ

一つの紹介は省略します。

そして、三つ目が積極的疫学調査による早期

封じ込めです。この対応は、第１波から県内に

おけるコロナ対策の一丁目一番地として最優先

でずっと力を入れて取り組んでいる部分です。

保健所も連日、日付が替わるまでこの疫学調査

──とはいえ、夜中までそういう調査はできま

せん。実際は１０時ぐらいまで調査をし、その

後、書類をまとめるといったようなことで、ど

の保健所も本当に頑張っていただいています。

そのことにより接触者を特定し、そして、幅広

にＰＣＲ検査をすることで、感染者の早期の特

定と、それ以上の感染拡大の封じ込めを図って

います。

それから、三つ目にある抗原検査キットの活

用で、大分県では２月から、第３波の際から積

極的に検査キットを福祉施設にも配布して活用

しています。今、国も検査キットを積極的に活

用するようになりましたが、県ではいち早くそ

ういう取組をし、高齢者施設でもかなり実績を

上げていただいています。

また、御案内のように大分市、別府市、宇佐

市において抗原検査センターが設置され、心配

な方が早期に検査できる体制もこの３市におい

て整えています。

四つ目は、何といってもワクチン接種の推進

です。これは次のページを御覧ください。

これまで医療従事者に対する先行接種、それ

から、高齢者の優先接種、さらには基礎疾患を

有する方といった形で優先接種を進めて、現在

は、大分市が９月からですが、ほとんどの市町

村で全ての１２歳以上の方に対する接種という
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段階に入っています。

左下に県全体の接種率を示していますが、医

療従事者とか、職場で打った職域接種も含め、

１回目の接種が県民１１５万人に対して５３．

７％、２回目を終了した方が４４．５％という

ことで、県内でもワクチン接種が進んでいます。

今後さらに進めるために、右側にあるように

市町村接種に加え、職域接種、これは２４企業

２５会場、４大学５会場で６万５千人の接種を

見込んでいます。また、県営接種として昭和電

工武道スポーツセンターで、今週末までに１万

３千人の２回の接種を終えます。また、９月１

日からは県庁新館１４階展望ホールで、平日の

夜間と、土日の終日接種で、１万７千人の接種

を見込んでいます。

次ページを御覧ください。

新型コロナワクチンの供給の見込みです。一

時期、モデルナにしてもファイザーにしても供

給が少し絞られた時期があって、市町村や、あ

るいは職域接種もスピードダウンせざるを得な

い状況がありました。この数値、少し見づらい

ですが、５月、６月、７月と月ごとに県内に供

給されたワクチンの箱数、大体１箱で１，１７

０人分になります。５月、６月と３００箱近く

来たのが７月、８月は１７０とか１８０に絞ら

れました。ここがスピードダウンした要因です

が、９月になり、２５２箱とまた少し供給量が

増えます。それと、右側にある職域とか県営で

のモデルナを使った接種により、９月中に提供

されるワクチンを全部合わせると８８．２万人

分のワクチンが供給されます。これは県内の１

２歳以上の人口１０１万８千人から見れば８６．

６％。今現在、ワクチンを希望する方の割合は

８割程度、それから、高齢者は９割ですが、こ

うした状況を考えると、この８６．６％のワク

チンが確保できることで、接種を希望される方

に接種可能なワクチンが供給されることになり

ます。

また、こうしたワクチン接種を少しでも加速

させようと、さきほども少し触れましたが、県

営ワクチン接種センターを９月１日から県庁新

館１４階でスタートします。

そこに新たな県営接種センターの役割を書い

ていますが、住所地を問わず県民の誰もが利用

できるということ、それから、夜間も接種する

ので、現役世代に接種機会を提供するというこ

と、基本的には市町村、職域接種が進んでいま

すが、それを補完し、１１月末まで接種機会を

提供したいと考えています。

特に接種が進んでいる市町村においては、そ

ろそろ接種そのものがスローダウンと言うか、

ほとんど店じまいになってしまうので、まだ打

っていなかったという方が接種できる会場を最

後まで県で確保したいと考えています。

使用するワクチンはファイザー社のワクチン

を予定していますが、１回目、アストラゼネカ

を打ったとか、中には１回目モデルナを打って、

２回目にモデルナを打つチャンスを逃したとい

う方のために、アストラゼネカやモデルナでも

この県営接種会場で接種できる体制は整えたい

と考えています。時間はさきほど申し上げたと

おりです。

そして、今、第１クールの予約が進んでいま

すが、５０歳以上ということを前提にしてはい

ますが、コメ印でお示ししているように、５０

歳未満でも妊婦や、その同居家族とか、県外出

張を予定されているような急いでワクチン接種

が必要な方については予約を受け付けています。

また、妊婦については、千葉県で痛ましい事案

があったことから、かかりつけの産科医からも

自分のところに来ている妊婦に対して、接種が

可能だし、主治医として接種は大丈夫だからと

背中を押していただいて、接種を今勧めていた

だいています。

これが最後の資料です。

これは市町村別の全年代の接種率で、さきほ

ども触れましたが、市町村によって少しスピー

ドの差が出ています。姫島村が２回接種が済ん

だ方が８０．１％。あとは竹田市とか津久見市

の２回目接種が既に６割を超えています。一番

人口の多い大分市が遅れていますが、今回、県

営接種センターで接種することで、少しでも大

分市の接種のスピードアップに貢献できればと

考えています。
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藤内理事ありがとうございました。平岩委員長

それでは、皆さん、今御丁寧な説明をいただ

きましたが、御質問、御意見があったらよろし

くお願いします。

手短にお伺いします。清田委員

まん延防止措置を要請しない理由が県民にい

まいち伝わっていないような気がします。実際

問合せを受けています。

その中で、冒頭御説明いただいたように、県

独自の対応を柔軟に迅速にという部分で、例え

ば、県独自の時短要請が功を奏して、かなりの

お店が協力して、夜の会食シーンの人流抑制が

できているからとか、まん延防止措置を要請す

る、また、認められることによって独自で柔軟

な対応が取りにくくなることがあるとか、その

辺の県民が納得する理由を伝えることによって、

独自の政策でみんながそれぞれできることで抑

制していこうというメッセージにもなるかと思

います。なぜ数字は他県より跳ね上がっている

のに県は要請しないんだろうという素直な県民

の皆さまの疑問があるように感じているので、

何か明確な理由とか、要請しなくて独自でやっ

ていくんだというメッセージ性を持った理由を

もう少し明確に示していただけるとありがたい

と思いますが、いかがでしょう。

この件については、県民の山田福祉保健部長

皆さまからも様々なお電話とか声が届いており、

私どもも説明不足であることは実感しています。

今、清田委員がおっしゃったように、国のま

ん延防止等重点措置は全国一律の規制で、例え

ば、時短要請も８時までで酒類の提供は原則禁

止とか、あるいは大規模イベントは５千人まで

とか一律の規制をかけ、なおかつ、重点措置期

間は、収まってきたから弾力的に少し緩めると

か、あるいは大分県についてはここで解除とか、

そういう柔軟な措置ができないんですよね。だ

から、一度決まるとずっと最初の規制が継続す

る。実際に経済を回す意味で、飲食店も生活が

かかっているという声も聞こえてくるので、そ

ういった方々の生活のことも考えながら、その

ときの状況に応じ、今は２１時までの時短だが、

逆に感染が拡大すれば２０時に下げるとか、そ

ういったことを弾力的に行えるようにしたいと

いう思いで県独自の対応をしています。こうい

ったことをもっと丁寧に伝えていかなければい

けないと反省しています。

よく分かりました。私も今のことを清田委員

聞いて、皆さんに伝えるように努力するので、

何かまた機会があれば、今の内容を県民の皆さ

まに伝えていただけたらと思います。

清田委員の話にあったような意見も戸高委員

ずっと聞きます。そういう柔軟な施策を取ると

いうのはよく分かりますが、人流抑制と言うか、

例えば、他県との移動の抑制も九州一体で図る

取組は非常に大事だと思います。

そういったときに九州で見た場合、まん延防

止措置が大分だけ出ていないといったときに、

やはり大分に行こうとか──今、別府では、中

小は非常に厳しいですが、大型施設は土日も千

人、２千人と県外から来ているんですね。県民

とか市民の意識の面できちんとフォローしてい

かないと、大分だけがという意見が非常に多い

ので、九州各県と連携した人流抑制についてど

ういう考えがあるのか、お尋ねします。

今おっしゃった他の県から山田福祉保健部長

どんどん入ってくるのではないかということは

私どもも危惧しています。

基本的にまん延防止の措置地域については、

県をまたぐ移動については自粛をする、不要不

急の移動は自粛をするとなっており、感染拡大

地域の方々は県の外に出ないようにとなってい

ます。ですから、そこがきちんと守られさえす

れば、そういうところから入ってこないですが、

本当にそれが徹底されるかというと心もとない

ところもあります。実際に別府とか湯布院とか

は今どういう状況なのか、私どもも注意深く見

ていきながら、実効性のある対応を取らなけれ

ばいけないと考えています。

九州一体となって取組をしようという話は九

州地方知事会の中でも出ており、知事もそうい

うことを考えていくということですが、今、逆

に大分県が足並みを乱しているところがあって、

そこをどうしていくか、これから大きな課題だ

と思っています。
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反転攻勢のときには、みんなで一緒にやって

いこうと力強く知事会でも意見が出ていますが、

今はやはりじっと我慢するときなので、そこの

ところをどう足並みをそろえていくか、それが

大きな課題だと思います。

ちょうど夏休みで、帰省も非常に多戸高委員

いので、それが終わればかなり変わると思いま

すが。それともう一点いいですか。

さきほど説明があったように自宅療養が非常

に増え、なかなか宿泊施設とかにも入れないと

いう状況、これは医療機関、病院とかを圧迫し

ないために必要だと私も思いますが、その際に

家族の生活の動線がどうしても重なって心配だ

という声があるんですね。

例えば、家族３世代同居のところでは、優先

的な宿泊療養が必要なのではないかと思います。

それができないにしても、感染者と同居してい

る場合のきちんとしたマニュアルも提示されて

いるとは思いますが、ちょっと注意が必要では

ないかなということです。かかるべくして家族

が感染してしまう状況になりかねない。そうい

った注意事項も非常に大事だと思うので、よろ

しくお願いします。

委員の御指摘のとおり、自藤内理事兼審議監

宅療養のリスクは周りに感染が広がるというこ

とです。現在、県としては家族皆さんが感染し

ている、既に家族内感染が起こっている御家族

を中心に自宅療養をお願いしています。

ただ、そうでない家庭で、宿泊療養を予定し

ているが、なかなか今はちょっと入れないとい

う場合もあります。療養施設を新たに増やして

どんどん入れていますが、今、１日に１００人

入って１００人出るという状況で、宿泊療養を

大急ぎで回転させています。特に８月２３日に

五つ目を開けたので、何とかそうやって宿泊を

待っている方々に入っていただくことで、家庭

での感染を最小限にできるように保健所も頑張

っています。

それから、生活のしおりということで、自宅

療養される御家族にはそういったものを提示し

て、家庭内感染を少しでも防げるように指導し

ています。

同じところから始めようと思います末宗委員

が、先日デルタ株は、藤内理事が８月の初めか

ら随分増えてくるのではないかと言っていて、

予言が当たって私は感心しています。今回、感

染者数が爆発的に増え、九州で大分県だけまん

延防止等重点措置を出していないが、これはあ

る程度自信があるから思い切ってこういうこと

をしているんだなと思っていたんだけど、今の

発言を聞くとちょっと危ういのかなと。

要するにまん延防止等重点措置の要請をしな

いことに自信があるのかないか、その点を。こ

れによって行政の評価が一遍に決まるわけだか

ら、結構思い切ったことをすると思ったが、そ

れだけの自信があるんだと、根拠の裏付けがあ

るんだろうと思って見ていますが、見解を教え

てください。

それと、ブレークスルー、ファイザーが最初

９５％と言っていたから５％の抜け穴は当然あ

るが、その状況と、２回接種した人の病状が中

等症から重症になる可能性をお聞きしたい。

それともう一つは、資料の１枚目、例えば、

大分市内の事業所とか宇佐市内の事業所とある

が、今、宇佐市は、私の耳に入る話ではクラス

ターが５、６例あるような印象を受けます。こ

れに議会人として説明が全くできないです。デ

マとか、そういうのがはびこってしまって、適

切な説明が市民に与えられないが、そこらあた

り、三つお願いします。

最初の抑え込むことに自信山田福祉保健部長

があるのかについてお答えします。

正直言って、今やっていることで本当に十分

なのかと言われれば、決して完璧だと言うつも

りはありません。知事も昨日の会見で申してい

たように、取りあえず、県民にお願いすること

を続けて、抑え込みができず、さらに拡大が進

めば、すぐに次の手を打つということで、これ

で大丈夫だと言うつもりは全くありません。場

合によってはまん防の地域よりもさらに厳しい

ことをお願いするような局面もあるかもしれま

せん。

とにかく結果を出すのが私どもの仕事ですの

で、感染拡大を一刻も早く抑え込めるように、
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次々と必要に応じて新しい手を打っていくこと

です。当面、現状の取組を継続してやっていき、

状況を見ながら次の手を考えるということです。

ブレークスルー感染、ワク藤内理事兼審議監

チンを２回打ったにもかかわらず感染した方が

これまでに第５波で１３３人います。（「県内

で」と言う者あり）県内です。

さきほどワクチンを既に２回打った方が５１

万人いると申しました。５１万人のうち１３３

人ということになります。逆に全く打っていな

い、１回も打っていない方が５３万人います。

その比率で見ると、今、ワクチンを２回打った

ことによって感染するリスクは６％まで減って

います。

さきほど委員がおっしゃったように、９５％

だから、残り５％の方がワクチンを打ってもか

かると言われましたが、その５％が県内では６

％ですので、当初言われていた海外での従来株

のワクチン効果と、現在、デルタ株における県

内でのワクチン効果を見たときに、６％の人の

発症にとどまっているので、十分な効果が県内

でのデルタ株においても発揮されています。

そして、感染した方の中で中等症以上になっ

た方が１３３人のうち９人います。高齢者が大

部分ですが、今まで高齢者の中等症化率は３割

ぐらいとすごく高かったので、それから見ると

非常に抑えられています。このあたりの重症化

を抑制する効果も十分発揮されていると見てい

ます。

それから、宇佐市内の事業所ということで、

確かに地域の方々にとってはどこだろうかとい

たずらに不安をあおる部分もありますが、この

事業所が他の不特定の人と接するような業態で

はなく、接する方が社内の人に限られ、他への

影響はないことから事業所名の公表を避けてい

ます。これまで職場におけるクラスターの発生

においても、他の県民に接触した可能性とか、

あるいはそのことにより注意喚起が必要な場合

には事業所名を公表していますが、そうでない、

例えば、製造業などの場合においては事業所名

を公表していません。そこは今までの公平性と

か、そういうところも含めて御理解いただけれ

ばと思います。

大体分かるが、宇佐市で私の耳にあ末宗委員

そこがクラスターだろうというような話が５、

６か所入ってきます。それに議会人として全く

答えられないのを御理解と言われても理解でき

ないが、行政だけしか知らん話を議会人が全く

分からないで、そしたら県議会はいらないよう

なものだからね。そういうところの対処の仕方

はどうやったらいいか、なかなか難しいよね。

こうした感染者の公表につ藤内理事兼審議監

いては、この１年半、ずっと我々も正直に言っ

て悩み続けています。詳細に伝えることで周り

の人の安心につながるという部分と、逆に風評

も心配されるので、実際に個別の名前を出すの

は本当に必要な場合に限ると。つまり、本当に

感染拡大を防止するために事業所名を出すこと

が必要な場合に限っています。そこの点は御理

解をいただければと思います。

ほかにありませんか。平岩委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何か質疑等はあり平岩委員長

ませんか。 〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これで平岩委員長

執行部からの報告を終了します。

福祉保健生活環衛藤福祉保健生活環境委員長

境委員会の合同開催はここまでとなります。

ありがとうございました。

〔第４委員会室から第３委員会室へ移動〕

ただいまから、参考人招致を行い平岩委員長

ます。

本日は５名の委員外議員に出席していただい

ています。

まず、私から御挨拶を申し上げます。

大分県議会新型コロナウイルス感染症対策特

別委員長の平岩純子です。

本日は、「ＣＯＶＩＤ-１９患者の受入れか

ら見える希望と課題について」、御意見を伺い

たく、社会医療法人三愛会理事長三島康典様に

参考人としてお越しいただきました。

三島様には、大変お忙しい中にもかかわらず
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お越しいただき、誠にありがとうございます。

本来であれば、私どもの方が出向いて、御指

導を賜らないといけないところですが、足をお

運びいただいたことに対し、委員会を代表して、

厚くお礼申し上げますとともに、本日は、どう

ぞよろしくお願いします。

それでは、私の方から委員の紹介をさせてい

ただきます。

〔委員の紹介〕

なお、本日は、阿部委員、二ノ宮委員、堤委

員が所用のため欠席しています。

それでは、三島様から自己紹介と、引き続き、

本日のテーマについて御説明をお願いします。

ただいま御紹介があった社会医療三島参考人

法人三愛会の理事長をしている三島と申します。

私はもともと長崎県の生まれで、７年前に大分

に来て、社会医療法人三愛会の理事長になって、

はや６年目になったところです。もともとのな

りわいは麻酔科医で、感染症と全く縁もゆかり

もないところでしたが、今般のコロナ禍におい

て、それに背を向けるわけにはいかないという

ことで、職員とともに立ち上がり、コロナと奮

闘している毎日が続いています。

今日の題名、「ＣＯＶＩＤ-１９患者の受入

れから見える希望と課題について」、大仰な名

前ですが、我々の現状と課題、そしてわずかな

がら希望も見えてきている気もするので、その

辺をかいつまんで、時間がどうなるか分かりま

せんが、話をさせていただければと思います。

病院の紹介だけ、まず先にしておきます。当

院は大分市の市にあります。１９０床の病院で、

一般病床が１１２床、それから地域包括ケア病

棟が４４床、それから回復リハビリテーション

病棟が２８床と、急性期から回復期に至るまで

の患者を受け持っています。

診療科は、ここにあるように、多数を抱えて

おり、総勢、常勤の医師は約３０人、ちょっと

記憶が定かでなく、３０から３２人ぐらいいた

と思いますが、そんなスタッフと職員４５０人

ぐらいで、日々診療にあたっています。

当院の役割として、やはり地域の皆さま方は、

紹介状なしで通院ができるので、そのまま来て

いただくこと、それから、関連施設があるので、

そういったところの患者、それから介護施設の

患者が治療が必要になったときに当院においで

いただいて治療をして地域に帰っていただく、

いわゆる地域包括ケアシステムの中の一つの歯

車として機能しているのではないかと考えてい

ます。

そのような中で、我々はコロナ患者を去年の

４月から受入れを初めて１年半、正直ずっとこ

んなことばかりやっている印象です。

その変遷だけ少し話をしますが、まず３月１

５日に発熱外来を開設しました。これのきっか

けは、当時、発熱をしているが、要は他の医院

が診てくれないという意見をたくさんいただい

て、我々は発熱難民と呼びましたが、そういう

人たちを診療して、コロナかコロナじゃないか

の判断をしていかないといけないということで

始めました。

恐らくこれまでに千数百名の患者が来て、今

日もやっていますが、先日１００人の患者がお

見えになって、６０人か７０人ぐらいの陽性の

患者が発見されています。

４月１日に初めて軽症患者を受け入れました。

あの頃は、ここにあるように、欧米型と言われ

るウイルスで、今思えば、本当にさざ波程度で

したが、この頃は治療法も正体も全く分からな

い中だったので、大変びくびくしながらあたっ

たのを今でも覚えています。

それから、ほどなく収束し、夏に第２波がや

ってきました。７月２８日か２９日ぐらいに受

入れの再要請があり、またコロナ病床を運用し

始めたわけですが、その中で、８月１４日に当

院はクラスターを出してしまいました。大変御

迷惑をおかけしたと思うんですが、蜂に刺され

た患者がお見えになって、実はその方がコロナ

だったということでまん延し、当時６人か７人

ぐらいに感染が広がり、その中のお二人がお亡

くなりになりましたが、そういったクラスター

も経験しました。夏の暑い時期でした。これが

９月の終わりぐらいに大体収束をしました。

それから一月ちょっとたったくらいに、１１

月に第３波が到来しました。いわゆる飲み会ク
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ラスター、我々は１６５番のクラスターと呼ん

でいましたが、このクラスターを契機に、１１

月半ばから４月前まで、非常に長い期間にわた

り続きました。このときに当然陽性者を受け入

れていったわけですが、さすがにこれまで奮闘

してきた看護師たちが、もういよいよ音を上げ、

もう無理だと、この終わりのない闘いをいつま

でやらせるんだと言われ、１２月中旬に一旦受

入れを中止しました。しかしながら、その当時

の勢いはとどまることを知らずに、どんどん感

染者が増えてきた中で、やはり彼女らも、この

まま休んでいるわけにいかないと、１２月の終

わりに受入れを再開してもいいといった声があ

ったので、１月４日から受入れを再開し、都合、

この時期で３１人の患者の診療にあたらせてい

ただきました。

それから、３月に一旦第３波が収束し、その

後、県からコロナ病床を閉じてもいいですと通

達がありました。これは我々にとってみれば、

やっとそのときが来たかといったことで、コロ

ナ病床を閉じました。ところが、４月の頭ぐら

いから少しずつ患者が増え始め、４月７日ぐら

いに県から病床を再開してくれという要請を受

けました。後で話しますが、これはなかなか大

変なことで、受入れを再開して第４波に備えま

した。カラオケクラスターが始まったのが４月

２７日ぐらいだったと思いますが、それから勢

いよく増えていき、最終的には、もともとは４

分の１、それから２分の１、それから全部を病

床にしないといけない状況になり、５月の中旬

に地域包括ケア病棟、６階病棟を全てコロナ病

棟に転用しました。第４波が収束し、７月半ば

からまた第５波に移ってきたところです。

うちは軽症受入病院で、軽症とは何かという

と、酸素飽和度がある程度保たれている人のこ

とを言います。中等症は大体９３から９６％の

人。中等症Ⅱは、９３％に至らない方々のこと

を言います。これはあくまでも呼吸状態で軽症、

中等症、重症と分かれていて、これは全身状態

のことではないんですね。実は軽症といっても、

３９度の熱が１週間以上続くので、本人的には

これで軽症かと言われますが、軽症なんです。

このカテゴリーでいくと、軽症になってしまい

ます。私から申し上げれば、いわゆる中等症と

いうのは重症です。重症というのは重篤の状態

だと御理解いただいた方がいいと思います。我

々はこの軽症と中等症Ⅰを受け入れている病院

になります。

軽症・中等症受入病院の特徴と言うか、我々

が考えるところですが、発症から間もない患者

が多いんですね。比較的元気なんだが、ウイル

ス量がすごく多いので感染させる機会がすごく

多い患者がやってくるということ。

それから、当然要介護者も入ってきますが、

要介護者は２倍以上手がかかるんです。看護師

の手を取ります。

それから、比較的元気な方が多いので、患者

に危機感がない方がいます。やはり何で私が入

院しないといけないのかと言って、もめて帰ら

れた方もいます。看護師が八つ当たりされます。

感染症専門病院ではないので、インフラが整

っていません。そして、感染症専門医が多数い

るわけではないので、いわば寄せ集め部隊で闘

っているというところ、それから中規模の民間

病院ですので、それほど潤沢な人材がいるわけ

でもなければ、経営基盤もない、公的病院に比

べて脆弱だといったところが我々の特徴かと思

います。

新型コロナウイルス感染症患者の入院設置の

条件、我々が考えるところの条件は、まず陰圧

室といって、室内の空気を廊下に出さない装置

が必要になってくること、それから、他の患者

とか職員と絶対に動線が重なってはいけないこ

と、それから、そこに入る看護師は絶対専従じ

ゃないといけない。兼務をさせては絶対ならな

いと、僕はこれは最も大事なことだと思ってい

ます。

それから、お風呂があること、男女別の部屋

が利用できること、エリアとして入退院の動線

が全て隔離されていること、そして法律に抵触

しないといったことが必要です。

その結果、以上のような条件を満たす病棟と

して当院では一番上の病棟、６階の、これは地

域包括ケア病棟になりますが、そこをコロナ病
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棟として運用することにしました。現在は医者

７人、看護師１５人、薬剤師１人、清掃員１人

で臨んでいます。

地域包括ケア病棟というのは、非常に使い勝

手がいい病棟で、急性期の治療を終えた患者が

行き先がなかなか見つからない中で、急性期病

院は病気の種類によって入院期限が決められて

いるので、それを超えてしまう方々をここに収

容して行き先を見つけるとか、治療がまだ終わ

っていないが、期限が来てしまったので移動し

ないといけない患者をここに受け入れていくわ

けです。これは非常に便利な病棟です。

これは地域包括ケア病棟の概要になります。

４４床ありますが、コロナが少ないときは、こ

の部分だけを使います。患者はここから入退院

します。お風呂があるので、ここを使います。

プラスチックの壁をこしらえ、絶対に人が交わ

らないように、増えてくると、これを８床用意

します。そして、現在はこういう全ゾーンとな

ります。

このブルーのゾーンは看護師の控室、更衣室

とか、ここは我々がＰＰという防護服に着替え

る場所で、最近はこういうシステムができるよ

うになりましたが、当初はこういったことがな

かなかできずにだいぶ苦労しました。

これは感染者数と入院者数の推移ですが、も

うお分かりでしょうから、かいつまんで話しま

すが、４床になったときは、さきほど最初４床

の運用から始めていって、増えていったときに

８床、半分だけ使う、そしてこれでも足りない

となったら、１５床使う。それを閉じていく、

そしてまた、第５波が来たら、また４床、８床、

１５床の運用に変えていくといったことになり

ます。

ここで病床をコロナ病床に転用していくため

に最大の壁になるのが入院調整の壁と制度の壁

なんです。地域包括ケア病棟から一般の急性期

病棟へは原則転棟ができません。例えば、何か

別の病気を併発したとなったら転棟ができるわ

けですが、制度上、この地域包括ケア病棟をコ

ロナで使うから下に下りてくださいということ

はできないことになっています。そうなると、

病棟が使えませんので、本当は地域包括ケア病

棟に行きたい患者が一般病棟にあふれてくるこ

とになります。その人たちは当然期限が切れた

方になってきます。入院単価がすごく抑えられ

て、それでも治療を必要とする方々があふれて

くることになります。これは何につながるかと

いうと、救急の患者が受け入れられなくなると

か、手術を制限しないといけないということに

なってきます。こういったことができなくなる

と、病院としてはどうなるかというと、いわゆ

る重症度とか機能評価係数が下がっていくこと

になります。

これは何につながるかと言うと、診療報酬に

ももちろんつながりますが、恐らく今後行われ

るであろう地域医療構想の病院を仕分ける中で

係数が重要な役割を果たしてくるので、我々と

してはこの機能を落としたくないというのが本

音です。ただ、どうしてもそういう病棟の運用

をしないといけないと、この係数、重症度はど

んどん落ちていくことになります。

それから、入退院調整の壁は、コロナを受け

入れるために医療ニーズの高い患者の受入先を

どこか探すわけですが、なかなかないんですよ。

介護施設も取らない、それから近隣の病院も、

そのレベルじゃ、うちでは無理だといったこと

で、なかなか手を挙げていただけない。最近は

ようやく手を挙げていただくようになったので、

入退院が若干スムーズにはなってきましたが、

そういった問題があります。

それから、さきほども言いましたが、手術と

か予定入院ができなくなってくるので、当然一

般診療への影響が出てくることになります。

実際どういう治療を行うかというと、軽症、

中等症患者には基本的には対症療法です。熱が

出れば解熱剤、咳が出れば咳止めといった具合

です。御案内だと思いますが、高齢者とか重症

化要因を持っている方々に対しては、今、抗体

カクテル療法というのが適用になったので、こ

れが軽症からできる治療として入ってきました。

そして、中等症以上になると、レムデシビルと

いう、いわゆるエボラ出血熱用の薬なんですが、

これとステロイドの組合せ、このバリシチニブ
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はそうなんですが、この組合せが実はかなり私

としては効いている印象があります。ですから、

重症化がかなり抑えられている印象があります

ので、軽症にはこの抗体カクテル療法、そして

中等症Ⅱ以上には、この治療で、１００％効く

とは言いませんが、ある程度の効果が見えてき

た、治療が少しずつ確立されてきたんではない

かなと思っています。

この抗体カクテル療法は、効果が非常に高い

です。患者の言葉を借りると、本当に悪霊が体

から抜けた感じがすると言われる方もいらっし

ゃったぐらい、熱でうんうん言っていたのが、

翌日若しくは翌々日にはすっきりして、元の体

に戻ったと言いますので、これは非常に使う価

値がある薬です。

しかし、今議論になってきていますが、入院

でしか使えないこと、適用の範囲が５０歳以上

と狭いこと、重症化因子を持っていないと使え

ないこと、それから薬の確保が困難です。例え

ば金曜日か土曜日に入院した患者が、発症４日

目ぐらいだったんですが、抗体カクテル療法の

ロナプリーブという薬は、注文したら、火曜日

に届くと。そうすると、発症から８日目になっ

て適用を外れます。

それから、今日も３人入院がありましたが、

発症から１週間から１０日たった方、肥満の方、

ＢＭＩが３０を超えている方々です。何でこの

人たちをもっと早く入院させてこれを打たない

んだと言いたくなるわけですが、そこまで手が

回らない。スクリーニングができないんですよ。

一つ御紹介しますが、ケース１、４０代の男

性です。もともとうちに糖尿病で入院をする予

定だったその日に、微熱があったのでＰＣＲ検

査をしたら陽性が出ました。聞いたら２日前か

ら咽頭に違和感があったということで、その辺

が発症日でしょう。翌日、県との調整の中で、

うちにやってきて、すぐ抗体カクテル療法を開

始しました。見事、肺炎が一個もない状況でし

た。この方は３日か４日後には元気にお母さま

と一緒にお帰りになりました。

ケース２、４０代の男性です。７月のある日

にＰＣＲ陽性となって、そのままホテル滞在に

なりました。この方は大変元気な方で、見た目

はスポーツマンのようでしたが、７日まで３８

度から３９度の熱が続き、そして呼吸苦も出て

きたということで、うちに来たら、肺炎も起こ

っている状況です。調べると、未治療の糖尿病

がありました。ですから、ＰＣＲ陽性の段階で、

糖尿病かどうかが判定できれば、この人はこん

なにはならなかった。さっきのケース１と同じ

ように、翌日に入院して点滴をすれば、きれい

な肺のままこの方は帰ったのじゃないかと思い

ます。帰るときもぜいぜい言いながら帰られま

した。そこが運命の別れ道だったと思います。

我々が考える治療上の課題として、抗体カク

テル療法の適用にならない方々、２０代の合併

症がない方々はかなりきつい思いをしています。

３８度、３９度の熱がある、吐き気がすごい、

これは第５波の特徴ですが、吐き気が強い、飯

が食えない、そういった状況は若年者ほど強い

ように思います。

抗体カクテル療法の投与可能期間を過ぎると

重症化の可能性があります。ケース２の方です。

あの方は中等症Ⅱです。そういう方が入ると、

３週間入院したので、３週間病床を埋めつくす

ことになります。

それから、コロナの特徴ですが、酸素飽和度

が低くても、自覚症状が乏しいことです。ハッ

ピー・ハイポキシアと言って幸せな低酸素血症

と呼ばれているぐらい自覚がないです。ですか

ら、ぎりぎりまで自宅で過ごして倒れて亡くな

るケースが出るだろうと思います。

ですから、中等症Ⅱの段階を早く見つけてあ

げる、もっと言えば、ちゃんとスクリーニング

をして検証の段階で治療ができればいいが、そ

れができないんだったら、中等症Ⅱの段階で早

く見つけてあげて、早く治療を行うことが大切

です。

それから、７０代から９０代の要介護者がう

ちに今６人入っていますが、この方たちの看護

が相当大変です。

第５波の入院患者の特徴としては、今５０歳

代以下の患者が圧倒的に多い。初期は２０代が

多かったですが、今は７０代、９０代の高齢者、
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いまだにワクチンを打たずに家でひっそりと過

ごされていた方が御夫婦でやってくることが結

構多いです。特徴としては糖尿病と肥満が圧倒

的に多いです。恐らく入院患者の６割以上は肥

満と糖尿病だと思います。

ただ、肺炎に関しては、ほとんどのケースで

見られますが、第４波のときほど肺炎が進行す

るケースは少ないように思います。これは若い

人たちが多いというのもあるのかもしれません

が、ある程度のところで止まっている印象はあ

ります。

ワクチン２回接種の方は、確実に症状が軽い

です。これは間違いない。高齢者施設の方でワ

クチンを２回打って、陽性で来られますが、本

当に症状が軽くて、そのまま数日で帰っていか

れる方がほとんどです。それから、１回の方で

もそれなりに軽症で終わっているようなイメー

ジがあります。

それから、デルタの特徴だと思いますが、吐

き気が強いので、御飯が食べられない。第４波

までは御飯は食べられるがというケースが４波

まであったんですね。今はほとんど御飯が食べ

られない状況になってきて、食事を今後どうす

るか考えないといけないと思います。

抗体カクテル療法はやはり効果がかなり高い

です。くどいようですが。早期の投与が可能で

あれば、これはあくまでも私見ですが、当日で

も帰ってもかまわないと思います。外来で投与

して、お家に戻ってもいいし、ホテルに戻って

もいいし、ちゃんと見守れば可能じゃないかな

と思います。

ですから、適用のない若い人たちがかなりき

つい思いをするということ。最近は、さきほど

言ったように、発症から８日、１０日たって悪

くなってくるケースがあります。投与適用患者

ですが、そういった方々をどうするかというこ

と。

当院のコロナ病棟のスタッフは、他の職員と

ほぼ接触がなく、今コロナがどういう状況にな

っているか分からないといったこともあるので、

広報誌を作り、職員全員に配って、こういう状

況になっていますよと今月からお知らせするよ

うにしました。大変好評を得ています。

今後の問題点ですが、抗体カクテル療法の適

用患者の早期スクリーニング治療を行わないと

いけないということです。これをやらないと、

どんどん増えていきます。

それから、後方支援病院の確保です。今もあ

るんですが、介護施設の患者が療養を終え、１

０日たったら退院が可能です。しかし、施設側

がＰＣＲ陰性じゃないと受けないと、病院もＰ

ＣＲ陰性じゃないと取らないといったケースが

あるわけです。ですから、ここら辺りをきっち

りしないと、そういう人たちがどんどん滞留し

て、入院の必要がない方々がコロナ病床を埋め

ていくといったことが発生してくるということ。

それから、今かなりきつい思いというか、重

症化の要因となっている４０代、５０代の糖尿

病及び肥満、高血圧の方のワクチン接種が必要

なのではないかと。

それから、療養終了後のかかりつけ医の受診、

これはさっきと同じですが、糖尿病があります、

糖尿病を見つけました、コロナは終わりました、

じゃ糖尿病の治療をかかりつけ医で行ってくだ

さいね。でもかかりつけ医がＰＣＲが陰性じゃ

ない人は来てはだめだといったことになるわけ

です。

じゃ、この人は一体どこで治療をしたらいい

のか。近所だったらうちで構いませんが、これ

が遠くの方、佐伯の方だったりすると、それは

どうなっていくのか、ちょっと私は想像できま

せんが、大きな問題だと思います。

それから、救急患者の受入体制の整備、いわ

ゆる発熱患者が救急車で運ばれても、どこも取

らなくなってきています。うちだと、コロナ確

定患者は取りますが、コロナ確定じゃない人た

ちを診るというのはやはり相当勇気がいります

ので、これは行政の力もいただきながら、体制

を整備しないといけないのじゃないかと思いま

す。

それから、新しい変異株への備えが必要では

ないかと思います。若年者が重症化する株が出

てきたときに、もっと大変なことになるのじゃ

ないかと思います。
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それから、あとは経営的なダメージがやはり

あります。さきほど言ったように、地域医療構

想の中から外れていくことになってしまっては、

我々としては本意ではありませんので、そうい

ったところもちょっと問題かと。

私がコロナ診療において、一番の問題点はや

はり看護師のモチベーションをどう保つかとい

うところではないかと思います。

コロナ診療は、看護師の頑張りで全てもって

います。医者なんてと言うと言い過ぎかもしれ

ませんが、そこまで大変じゃないんですが、看

護師がいることで成り立っているわけです。

ここに明かりがついています。これは陰圧室

です。患者が退院した陰圧室の掃除をしていま

すが、こういった格好で彼らは一日中いるわけ

です。これは真夏です。ここ窓が開いています。

換気をするために窓を開けているので、エアコ

ンが効いていても気温は恐らく２０後半、３０

度前ぐらいのところで一日中この格好です。大

変だと思うし、申し訳ないぐらいの感じです。

これを見ると、本当に涙が出るように思います。

こうやって患者と距離が近いです。特に高齢

者が来ると、耳が聞こえない、話が分からない

と言ってきます。

くどいようですが、私は看護師たちの待遇を

どう守っていくかが今後の課題だと思います。

去年の今頃は、多くのところで医療従事者へ

のエールとか行事とかメッセージがたくさん届

けられましたが、それはそれなりに大変ありが

たく、心に響くものでした。ただ、僕は特段必

要だとは思っていません。彼らは自分の感染の

可能性を考えながら常に生活しています。この

１年半ずっとです。毎日、毎日です。世間が比

較的落ち着いているときですら、外食を控え、

家族との接触を控えます。一旦受入れが始まる

と、もう自分の家にすら帰れずに、一人で夜を

過ごすといった看護師が何人もいます。自分の

身を犠牲にして闘っている彼らがいることで、

死者が少ないということを理解いただきたい。

ただ、死者が少ないというのは、医療現場の

現状を表す指標ではありません。このまま新規

感染者数が増えていけば、適切な医療を受ける

ことができず亡くなっていく方が恐らく増えて

いくと思います。

恐らく当院以外の受入医療機関もぎりぎりの

状態だと思います。もうこれ以上、正直増床は

不可能だと思います。もう彼らにこれ以上の苛

酷な勤務を強いることは僕にはできない。

病院の中でも、彼らはチームメンバー以外と

会うこともなく、夏の暑い中、頭から足先まで

すっぽりと防護服をまとって、何時間も何時間

も病院の片隅でひっそりと仕事をしています。

しかも、汗だくになってやっています。

そういう姿を一度想像してみていただきたい

と思います。彼らは責任感にあふれており、そ

れで県民の命が守られているということを胸に

刻んでいただきたいと思います。

はっきり言って、誰もやりたくない仕事です。

彼らも感染者がどういう症状に見舞われて、最

悪どういう末路を歩むのか、よく知っています。

感染することがどれだけ恐ろしいかということ

をよく知っています。しかし、そのような状況

の中でも、彼らは背を向けずに治療、看護にあ

たっていることを御理解いただきたいと思いま

す。

処遇の改善ももちろんですが、彼らの精神的

な安定を図ることが大分県のコロナ対策として

必要なことだと考えています。ワクチン接種や

抗原検査なんかも大切ですが、感染者受入医療

機関では、このようなスタッフが黙々と闘って

いることを御承知いただきたいと思います。

ゴールが見えているのであれば、頑張れ、頑

張れでいいですが、先が見えない闘いで、一体

我々は何を目標に彼らに頑張れと言えばいいの

か、僕には正直言葉が見当たらないです。病院

はもちろん、ここに行政の力が必要だと思いま

す。

こうやって明るくピースサインをして送り出

してくれますが、彼らはかなり大変な思いをし

ているのは事実です。

まとめになりますが、当院は可能な限りの医

療提供をしていると思います。

迅速な入院体制の構築のためには、やはり医

療機関の連携が必要だと、さきほどの入院調整
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の話になるわけですが、そういったものが必要

ということ、それからワクチンは体にも効いて

いるし、我々はワクチンを打っているというこ

とで若干の安心感はあるので、心身ともに効い

ていると思いますが、感染しないわけではない

ので、欧米のようなお祭り騒ぎだけはやめてい

ただきたいと思います。

抗体カクテル療法は、必ず効いています。こ

れを有効に投与する方法を模索しないといけな

いと思います。

重症化はある程度防げるようになっています

が、重症化因子を持っている人は要注意である

ということ、それから、冬への備えを今からや

っていただきたいということ、軽症、中等症、

重症を履き違えないように、重症は重篤だとい

うイメージを持っていただきたいということ、

看護師は大切にしていただきたいということで

す。

少し長くなりましたが、以上です。ありがと

うございました。

三島先生、本当にありがとうござ平岩委員長

いました。

聞いていて、胸がいっぱいになりましたし、

私たちは病院というものを外からしか眺めてい

ない、もしものときにはどうなるかは想像でし

かなかったですが、先生が４月から御苦労され

てきたスタッフと一緒になって頑張ってこられ

た話を聞いて、今、胸がいっぱいです。少し時

間があるので、皆さんにはざっくばらんに聞い

ていただきたいと思います。どなたからでも結

構です。どうぞ手をお挙げください。

先生、今日はありがとうございまし麻生委員

た。

なかなかコロナ治療にあたっている現場の実

態が、県民の皆さまに伝わっていないというこ

とで、現場の実情をお知らせいただいたことは

非常に重要なことではないかと思います。

症状の事例について、医師会とかかかりつけ

医の先生方にも十分情報共有していただければ

幸いではないかと。その上で、我々は県民の皆

さんに具体的な行動変容について、どうお願い

をしていけばいいかということについて、もし

あればお教えいただきたいのが１点。

さきほど蜂に刺された患者の話がありました

が、一般入院の方の一時隔離が非常に重要だろ

うと思います。そのあたり、もっと工夫すると

か、行政としてどのような手立てをしないとい

けないのか、そういった部分についてもし具体

的な、その後、改善されていると思いますが、

御苦労されていると思うので、そこについて何

かあればお知らせください。

三愛会は社会医療法人で、認定は救急と災害

医療、ＤＭＡＴとかが要件になっているかと思

います。そういう中で、さきほど先生から話が

あった抗体カクテル療法が効果を上げていると

の話がありました。外来で認められたので、例

えば、宿泊療養施設等々でドクターの配置もあ

るようなので、ＤＭＡＴを活用しながら何かで

きたらいいのかなとか、大分県独自の案で、県

庁はいつも言っていますが、具体策がないです

から、そういったことを詰めていくといいかな

と思います。そのあたりのことを含め、現場の

先生方が困っていること、この際ですから、ど

んどん言っていただければなと、行政との連携

を含めてどうぞ。

医師会との連携で行動変容をと、三島参考人

昨日、知事の会見もテレビで拝見しましたが、

個々人の行動変容が大切だと、もちろんそうだ

と思います。しかし、なかなか我々も具体策が

なくて、どこかの自治体はこういう形で感染が

広まりましたといったことを公表されている、

和歌山県だったかな、どこかあると思います。

そういったことを医師会もそうですが、行政側

からクラスターはこう広がりましたとか、そう

いったものを提示していただくと伝わりやすい

のかなと思います。

我々は幸いにいろんな情報が入ってきて、こ

こでこういうクラスターが起こったらしいよと

いうことは分かりますが、それは出してはいけ

ない情報なのではないかと思うので、あまり公

にはしないです。それができない中で、そうい

ったことができるのは恐らく行政なのではない

かと思います。

それから、蜂に刺された患者のときは、我々
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も脇が甘かったんですね。それ以降は、新規の

入院患者は必ず個室に一旦入院させます。ＰＣ

Ｒ検査をして入院させ、個室に入れて異常がな

いことを確認して、翌日大部屋に出したりする

わけですが、ということは、常時個室をいくつ

か開けておかないといけないということになる

わけです。これがまた病床の稼働率の問題にな

ってくると、係数にかかってきたり、そういっ

た厄介な問題があるわけですが、これは私とし

ても二度とクラスターを起こしたくないという

思いがあるので、今は個室で１日ないし２日管

理をして、ＰＣＲ検査ないし抗原検査をして大

部屋に移すという対応をしています。

抗体カクテル療法について、ＤＭＡＴの派遣

です。これは恐らくクラスターが出たときもＤ

ＭＡＴを派遣したらどうだという意見がいくつ

かあって、ＤＭＡＴにもお願いしました。なか

なか色よい返事ではなかったように思いますが、

確かに抗体カクテル療法は、何も病院でやらな

くてもいいのではないかなと思います。今、ボ

ストンホテルかどこかが医療施設になるという

話もあるので、そこに常勤医と看護師を配置し、

例えば、ホテルの大広間あたりで点滴をし、１

時間様子を見て、居室に帰っていただく、そう

いったことも可能なのではないかと思っていま

す。そこに恐らく手を挙げる医者があまりいな

いのかもしれないですが、それはＤＭＡＴとか

有志を募れば。結局コロナを診たことがない先

生が多いので、一体どうなるのか分からないと

いったところが不安が強いところではないかと

思います。

今までは大分県のスタンスとして、陽性が出

たら入院ないしホテル療養が主だったわけです

ね。必ずそれをする。しかし、フェーズが変わ

ってきていて、陽性が出たら、可能な限り抗体

カクテル療法を受けるというところに方針を変

更しないと、同じことがずっと続いていくので

はないかと思います。最初、希望と課題とあり

ましたが、希望はやはり抗体カクテル療法とワ

クチンだと私は考えています。

感染症で、２類と５類の問題を２年末宗委員

近く言って、結局訳が分からない議論をしてい

る。僕は宇佐の出身だけど、医師会病院しかコ

ロナの入院がなかなかできていない。中津に今

度できるという話は聞いているが、まず法律の

問題で、日本だけが２類と５類に分けています

ね。よそはそんなに分けていなくて、問題点は

分かる。そして、今それで野戦病院が話題にな

っているのだろうが、そこら辺りの対処の仕方、

野戦病院が富山県か福井県か、どこかにできて、

動き出すが、そこら辺りの感覚を教えていただ

きたい。

まず、２類と５類は、僕が決める三島参考人

ことではもちろんないですが、２類はやはり隔

離とか、そういったものが必要になってくる感

染症だろうと思います。５類はいわゆるインフ

ルエンザの状況なんです。

これがひょっとして、最初から５類だったら

良かったのかもしれませんが、２類でこれだけ

大騒ぎしているものを今５類に落として、どの

医者が診るかということです。余り診ないのじ

ゃないかと思うんです。やはり恐ろしい病気で

あることはよく分かっているので、これが５類

になって、そしたら、かかりつけ医に行って、

ほいほいと診てくれるかと言ったら、さきほど

も言ったように、退院基準をクリアしていても

受け入れてくれないという医療施設が多い中で、

果たしてそれが可能なのかは疑問ではあります。

また、今２類ですから、薬、例えば、抗体カ

クテル療法は１人分恐らく２５万円ほどするん

ですね。レムデシビルという薬は１本６万５千

円で、６本必要なので、それなりの金額になる

わけです。それが５類になったときに、保険診

療になります。高額医療で戻ってはくるでしょ

うが、その治療を皆さん受けるのかといったこ

とになってくるんじゃないかなと、そういう問

題があるかと思います。

野戦病院の問題は、僕は何が野戦病院か分か

りませんが、いろんな施設にベッドを並べてと

いうのは、今、大分県はそこまでは必要ないか

もしれませんが、手段としては持っていた方が

いい、発想としては持っていた方がいいのでは

ないかと思います。恐らく中国が最初に造った

ような病院のイメージだろうと思いますが。
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どうもありがとうございました。木田委員

長い期間になって、相当御苦労が多いんだな

ということを身にしみて感じました。

人材の確保も２年近く大変苦労があったので

はないかと思います。

この間、看護師とか医療関係、いろんなスタ

ッフの人員確保でどのような苦労があったのか

と、コロナが早く収束してほしいですが、平時

にこういったことに備えて、人材確保のために

どのような措置が、国を含めて必要だという考

えがあったら教えていただきたいと思います。

人材に関して、去年の１２月をも三島参考人

ってコロナ担当の看護師が数名辞めていきまし

た。コロナ離職だと私は理解しています。

では、その後、看護師を探すといっても、実

は民間病院にはなかなか来てくれないんですね。

特に最近は、とある病院の先生とも話しました

が、パートが見つからないんです。どこに行っ

ているかと言うと、今はワクチン接種に行って

いるんです。ギャラがいいもんだから、そっち

に行くんですよ。致し方ないかなと思いますが、

我々のようなところがコロナ離職等で機能を失

っていくのは、何かちょっと違うのじゃないか

という気はします。

では、そこでどう人材確保を行うかと言われ

ても、手段はこれまでどおりのことしかできま

せん。看護学校に出向いていったり、ナースセ

ンターに行ったり、何かいろいろして、人づて

に聞くとか、そういったことぐらいしかないで

す。だから、行政でどういう力添えがいただけ

るか分かりませんが、あるとありがたいです。

その辺、我々もよく考えないと、悪木田委員

い政策になってくると思うので、大変御苦労が

あるなと。ありがとうございました。

後方支援病院の問題、要介護者衛藤副委員長

がなかなか退院できないという問題。恐らく第

３波、第４波から続いてきている問題だと思う

し、県も少しずつは今頑張って取り上げていま

すが、大体イメージとして現状で、今確か６人

入っているということでしたが、そこの後方支

援病院とのやり取りの現状は。

今、幸いに大分記念病院と湯布院三島参考人

病院、あとは健生病院も参加していただける旨

の話がありました。幸い要介護者が少ないです。

たまたまうちが６人抱えていたというのがあり

ますが、何とか受入れができました。施設に帰

られる方もいました。

一つ問題になったのが、施設側は取らないと

言うんですよ。ということは、我々としては後

方支援病院に転院してもらいます。そうすると、

コロナは公費なんですが、後方支援病院に移る

と、そこは費用が発生するんですよ。そしたら、

それを家族は納得しなくて、お金がかかるんだ

ったら、施設に戻せという話になるわけです。

我々は間に挟まって、じゃ施設に戻しましょう、

施設はＰＣＲで陰性になるまで絶対取らないと、

そういうやり取りが延々と続いて、結局施設に

戻れることになりましたが、これは何も特殊な

事例ではなく、今後必ず起こり得る話なのでは

ないかなと思っています。

もう一つ、救急患者の受入体制衛藤副委員長

の整備のお話があったと思いますが、これもず

っと懸案で続いているところだと思いますが、

現状をもう少し詳しく教えていただければ幸い

です。

現状、これは何もシステマチック三島参考人

に動いているものではありません。やはり７件、

８件断られて、ようやくたどり着くといったケ

ースは全然珍しくないです。これは発熱患者に

特に多いように思います。

救急隊が一生懸命頑張って確保している中で、

我々もコロナ担当医が当直とかであれば、受け

入れることはできますが、コロナを診たことが

ない先生もたくさんいるわけですね。そういっ

た方々にコロナかもしれない患者を絶対取れと、

さすがに言えないので、そこら辺り輪番制なん

かを組んで診ていく体制は必要なのではないか

と考えています。

特にコロナの中で、オンライン診療太田委員

のこれからの取組というか、何か診療の前に、

オンライン待合室みたいな取組をして、いわゆ

る待合室で感染しないようにとか、そういうこ

ともこれから必要ではないかと思います。その

辺の取組や、先生の考え方なり、少しお聞かせ
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願いたいと思います。

オンライン診療に関しては都会で三島参考人

進んでいるように聞いています。今、大分県の

中でオンライン診療を積極的にやっている医療

機関はほぼないのじゃないかと思います。まず、

インフラを整えないといけないこともあります

が、やはり一つは高齢者が多く、その辺が使え

ないことと、医師会の中でもオンライン診療を

使っていきましょうという風潮はあまりないの

ではないかと。これは当院もしかりですが、や

はり電話の方が手っ取り早いのもあるし、今、

電話が主流ですね。でも、オンライン診療をど

う進めていくかは考えていかないといけない。

これはコロナに限らず、今後の診療の中では必

ず主流になってくるのではないかと思っていま

す。対策としては、申し訳ありませんが、あい

にく持ち合わせていません。

実は、私の母が入院して、もう３か太田委員

月になりますが、コロナで全く面会ができてい

ません。高齢者なので、逆に病気よりも痴呆に

発展して、この次会うときは自分が誰か分から

ないような状況になるのではないかという心配

がある中で、やはり今の新しい診療も検討して

いただかないといけないのではないかと患者側

からは思いますが、いかがでしょう。

必要なことだと思います。三島参考人

今、オンライン面会は入院患者で、すごくや

っているわけではないですが、一部、数台の機

種をそろえてやってはいます。なかなか定着し

ないといったところなので、そこは我々も反省

点として、そういった取組を取り入れていきた

いと考えています。

それでは、皆さんたくさんまだお平岩委員長

聞きになりたいことがあると思いますが、ここ

で終わりにさせていただきます。三島先生本当

にありがとうございました。

私たちは報道を通じていろんなものを見たり、

聞いたりはしていますが、こうして生の体験を

赤裸々に語っていただいて、ほんのわずかだと

思いますが、大変共感しながら、でも私たちも

もっともっと頑張らないといけないと思ってい

ます。

一時期、医療関係者の子どもを保育園に預け

ないでくれなんていう悲しい事件もありました。

こんなに頑張っているということを私たちもお

伝えしながら、今日学んだことをこれからまた

特別委員会の中で、県議会の中で、どう生かし

ていけるかをまた私たちも頑張っていきたいと

思っています。

先生、どうぞ体に気を付けられて、そしてス

タッフの皆さんとどうぞ元気で、これからも御

活躍ください。本当にありがとうございました。

それでは、休憩します。このあと３時１５分

から参考人招致を再開するので、こちらにお集

まりください。

午後３時０４分休憩

午後３時１６分再開

ただいまから、新型コロナウイル平岩委員長

ス感染症対策特別委員会を再開します。

本日は５名の委員外議員に出席していただい

ています。

まず、私から御挨拶を申し上げます。

大分県議会新型コロナウイルス感染症対策特

別委員長の平岩純子です。

本日は、新型コロナウイルス感染症の影響と

大分商工会議所の取組について、御意見を伺い

たく、大分商工会議所専務理事中島英司様に参

考人としてお越しいただきました。

中島様には、大変お忙しい中にもかかわらず

お越しいただき、誠にありがとうございます。

本来であれば、私どもの方が出向いて、御指

導を賜らないといけないところですが、足をお

運びいただいたことに対し、委員会を代表して、

厚くお礼申し上げますとともに、本日は、どう

ぞよろしくお願いします。

時間の関係で、委員及び委員外議員の紹介は

省略します。なお、本日は、堤委員、阿部委員、

二ノ宮委員が所用のため欠席しています。

それでは、中島様から自己紹介と、引き続き、

本日のテーマについて御説明をお願いします。

大分商工会議所の中島です。県中島専務理事

議会の皆さま方にはコロナの感染症対策、とり

わけ中小企業、小規模事業といったところに本

当に御理解、御支援いただいていることに、こ
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の場をお借りして感謝申し上げます。

私から、今日はコロナウイルス感染症の影響

を中心にということでしたので、資料に基づい

て話をします。

それではまず、資料の１ページ、右下にペー

ジを振っているので、そのページで説明してい

きます。

まず、県内企業の景況意識、これは２００５

年からの景況をグラフで表したものです。これ

は県内全体です。２００８年のリーマンショッ

クが左、右端が今回のコロナ禍で、やはりリー

マンのときが谷が深く、悪くなった企業が多く

て、それから、山が小さい、良くなった企業の

数が非常に少ない。谷が深く、山が小さい。

これに対してコロナは、少し谷が小さく、そ

こそこ山もあります。いいと言っているところ

もありますと。これはやはりリーマンのときの

方が経済社会全体に与える影響が大きかった。

金融不安に始まり、輸出企業が円高になって、

それが消費に行って、経済全体が痛んでしまう。

今回のコロナは本当に大変ではありますが、

その特性上、やはり観光・飲食、場合によって

は小売といった分野が一番大きな影響を受けて

います。

では、本当にリーマンよりコロナの方がそう

でもないのかというと、そこはそうではありま

せん。その辺はおいおい説明します。

２ページ目を開いてください。

ここからは大分商工会議所の管内の状況につ

いて、私どもが調査した内容について説明しま

す。

まず、景況ＤＩは、全国と大分商工会議所の

グラフですが、ほぼ同じカーブを描いています。

コロナに入る前から低下傾向にある。これは消

費税とか、観光面では韓国の問題とかいろいろ

あったと思いますが、そういったところもあっ

て低下傾向にあったのかなと。

まず第１波で大きく沈んで、昨年１０月頃、

一時的に改善している。この頃、振り返ってみ

ると、ＧｏＴｏトラベルの関係で、大分もそう

ですが、日本中、言い方は悪いですが、少し浮

かれていたのかなと、こういった時期もありま

したが、第３波でへこんでいる。

今年の４月と７月の景況調査では、まあまあ

いい改善傾向を示しています。ただ、直近７月

の調査は、７月初めに私ども管内２５０社程度

から聞いた話ですので、その頃はまあまあ良か

ったんですね。４月も良くて、４月２０日、２

１日だったか、それから時短に入っている。だ

から、多分６月と８月を取れば、ここに二つ大

きく山ができると思います。

ただ、いかんせん私どもの調査時期が３か月

に１回の調査ですので、こういった形になって

いる。そういったところは御理解いただければ

と思います。

これは全体の話ですが、次の３ページを見て

いただくと、業種別の今のＤＩのグラフです。

交通運輸が昨年４月と７月、マイナス１００と

いうすごい数字なんですよね。要は全社が悪い

と言っている。普通こんなことあり得ないです

が、昨年の日銀の短観でも、観光でマイナス１

００というのが確かあったと思います。それほ

ど大ダメージを受けていた。

では、飲食はどうかと言うと、残念ながら飲

食で数字を分けていないので、分けたものを次

の４ページに書いています。これは３ページの

サービス業のうち、観光・飲食だけを取り出し

たもの。これを見ると、全業種平均より、谷と

山が非常に大きい。そのときの景気の感じ、コ

ロナの感染状況等でも変化が大きくなるのが観

光・飲食の性格なのかなと思っています。これ

はさきほど申したように、４月と７月、今年そ

れしか取っていませんので、６月、８月があれ

ば、ここにもきっと大きな谷ができていると思

います。

次に、収益の状況はどうなのかが５ページで

す。上のグラフが全業種、下が観光・飲食業で

整理しています。

第１波のとき、収益率は大きく悪化していま

す。その後、持続化給付金とか金融、そういっ

たところで多少なりとも落ち着いていますが、

全業種では３割程度の赤字で推移してきている。

観光・飲食はやはり収益悪化が著しいですね。

大体全業種より１０ポイント前後の悪いところ
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で推移。なかなかまだ立ち直っていないところ

です。

では、６ページ、資金繰りの状況です。これ

は資金繰りがいいか悪いかを聞いて、ＤＩで整

理したものです。第１波のときには全業種で資

金繰りが悪化し、持続化給付金等で持ち直すが、

大きな改善には至っていない。比較的いいのは

建設業関連なのかなと。

次の７ページは金融機関の貸出態度も含めた

ものです。オレンジのグラフが資金繰りのＤＩ

の全業種、青いグラフが貸出態度――金融機関

はちゃんと貸してくれていますかということで

すね。それを聞くと、オレンジの資金繰りのＤ

Ｉはマイナス、横ばいである反面、ブルーの金

融機関の貸出態度は非常に良好だと思っていま

す。これも県の制度融資、こういったところで

しっかり支えていただいている成果なのかなと

思っています。

では、その金融が今どういう状況なのかが８

ページです。融資とか債務の残高がどうなって

いるのかを、ちょっと分かりにくいですが、上

の青い記号が県の制度融資、主なコロナの制度

融資の貸付金額と債務残高と償還額、償還割合

を表しています。

すみません、合計を書いていないですが、１，

９７１億円を貸して、今、１，６５３億円残っ

ています。償還した率で言うと、大体８割ちょ

っとだと思います。

下の表を御覧いただきたいですが、グラフの

下の左です。これは毎月の保証承諾金額の推移

――保証協会が保証承諾した金額の推移です。

黒い棒が令和元年度の保証承諾金額、白い棒が

令和２年度の保証承諾金額、青いところは４月、

５月、６月しかありませんが、これが令和３年

度の保証承諾金額で、コロナ前の令和元年度は

毎月５０億円ぐらいで推移していたのが、令和

２年４月から１５０億円とか、６月には３００

億円を超える３５０億近くになって、８月、９

月、１０月、１１月、１２月と落ち着いてきて、

今年の３月にまた２５０億円ぐらいに増えてい

る。ここは制度融資が終わるといったところの

駆け込み需要、それから、借換えといったとこ

ろもあるかと思います。

では、保証の債務残高がどうなっているかと

いうのが右側です。これも少し見にくいですが、

令和元年度が黒の四角、令和２年度が白の四角、

青三角が令和３年度で、コロナの前の令和元年

度を見ていただくと、保証債務残高はコロナ前

は１，３００億円ぐらいで推移しています。そ

れが令和２年度に入ってくると、４月、５月、

６月とどんどん右肩上がりで上がっていって、

今、直近６月には２，７００億円ぐらいまで保

証債務残高が積み上がってきている。大体６月

でピークを打つのではないかという話もありま

すが、今そういう状況です。

こういった形で、今のところ資金の供給はで

きているのかなと。全体的に見ると逼迫してい

るという状況にはないのかなと思っています。

ただ、個々の企業にあっては、それぞれやは

りいろんな主張があるので、厳しいところはあ

ろうかと思います。

では、これからはというと、なかなかここは

難しい話でして、いろいろ聞いても、やはり今

こんな状況だから、返す当てもないからこれ以

上借りられないという企業が多い。

そういったところで、ここは当然大事ですが、

給付金とか支援金とか、そんなところの御希望

がやはり多いです。今、コロナが急拡大してい

ますが、これまでは大体多くの人は漠然と、ワ

クチンの接種が済めば年末ぐらいには何とか消

費も回復してきて、ＧｏＴｏトラベルも県内と

か九州とか、最後には年明けて全国が始まって

と、だんだん良くなってくるのではないかとい

う期待もあったかと思いますが、デルタ株が今

にように猛威を振るってくると、この辺のとこ

ろも本当に大丈夫かと思っている方が多くなっ

てきているのではないかと思います。

今、保証債務額が２，７００億円ありますが、

リーマンの頃の保証債務残高の最高がどのくら

いだったかと言うと、リーマンのときは大体全

業種に影響していって、輸出企業も含め、製造

業なんかも含めて２，２００億円ぐらいです。

今回は観光・飲食、そういったところの関連で

２，７００億円積み上がってきていることを考
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えると、やはりそういう業種は本当に厳しいと

いうことになるかと思います。

９ページに入りますが、これは企業活動への

影響です。影響が出ているかどうかを聞いたと

ころ、８割超がやはり影響が出ているというこ

とで、ここはずっと高止まりしていて、このコ

ロナの影響が長期化しているのが見てとれるか

と思います。

それから１０ページも企業活動への影響を業

種別で聞いています。これは７月の調査のグラ

フを表していますが、その前の期の調査と比べ

てみると、影響が出ているところが商業では６

０％から６８％に伸びています。鉱業・エネル

ギーは５５％から６１％、サービス関連は６３

％から７２％、交通運輸は今８５．７％ですが、

９割弱くらいで高止まりしている状況です。本

当に非常に厳しい。

ですから、これはやはり商業、工業、サービ

ス業にもだんだん影響が長期化して広がってき

ているのかなと私どもは見ています。

それから１１ページ、今、会議所にどんな経

営相談が寄せられているかというと、やはり給

付金とか補助金とか、返済リスクのない制度利

用の相談が非常に多い。第１波のとき、棒グラ

フの一番左側の金融の相談もまあまあ多かった

ですが、直近はほぼ補助金、給付金の話ですね。

特に今年の５月は国の制度で一時支援金という

のがあって、その相談が激増したところです。

それから１２ページ、コロナに対する中小企

業の対策、取組、どんなことをやっていますか

と聞くと、取り組んでいるところは２８％、目

立った対応や取組を行わなかったのが５６％、

取組といっても難しいですね。やはり観光飲食、

そんなに妙案、対策がなかなかない。また、需

要自体も減ってきているので、そうそう多くは

ないというのが実情だと思います。

それから、１３ページがコロナの、中小企業

の声、どんなのがあるかをあげています。

外出自粛については、やはり人通りの激減で

常連も来なくなったとか、打合せもできないの

で仕事が進まないとか、テレワークに移行した

ので弁当の注文がないとか、感染リスクの影響

では、習い事が減ったとか、それから、葬祭業

も、家族葬が主流になっているとか、結婚式場

も本当に厳しいですし、この関連ですね。美容

院とか、花とか、ギフトとか、この辺のところ

も大きな影響が出ています。

それから、接客主体の営業にも支障が出てい

るし、エステ等のフィジカルディスタンスの取

りにくいところ、こんなところも本当に悲痛な

声を聞いています。

それから、競争激化で書いていますが、先が

けてテイクアウトをやって、最初は調子良かっ

たが、やはりみんながテイクアウトに回ってく

ると、非常に厳しくなっているという話もあり

ます。

不動産も新規の賃貸契約が少ないとか、建設

は比較的いいが、やはり観光・飲食関連の仕事

がキャンセルになったとか、そういう話もあり

ます。

１４ページ、一部影響も感じないというとこ

ろもありますが、巣籠もり消費に合ったところ、

あるいは地元密着で手堅い商売をやっていると

ころには影響を感じない部分もあります。

支援制度についてですが、皆さん補償金の申

請手続の簡素化だとか、ワクチンの優先接種で

あるとか、あと、コロナ融資の再計画であると

か、これから注意して見ていかないといけない

のはこの辺の再計画、今はそれほど多くはない

と思っていますが、これからどうなるのかは見

ていかないといけないと思います。

それから、補償金がすぐ終わったではないか

とかいった話もあります。

さきほど申し上げた対応、取組、どんなこと

をやっているかというと、飲食関係は皆さま御

存じのとおり、テイクアウトとか、移動販売と

か、通販商品を開発したり、あるいはしっかり

とした感染防止対策をしたり、あるいは誘客の

面でホームページ、ＳＮＳ、スマートフォンサ

イト、あるいはＩＴ化を進めていることが多い

と思います。

１５ページ、１６ページ、１７ページは主な

支援策ということであげていますが、１７ペー

ジの一番下、県の事業継続支援金があり、国の
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制度でも月次支援金がありますが、ここの大き

な違いは、月間売上げの減少が、国は５０％、

県は３０％となっています。３０％とハードル

を低くしているので、この辺は大変ありがたい

という企業も多いと思います。

それから、雇用の状況、１８ページですが、

やはり雇用は非常に厳しい。１９ページの雇用

報酬を上げるといったところは横ばい程度です。

次、２０ページを見ていただくと、ちょっと話

が変わりますが、最低賃金の引上げのところで、

やはり中小企業から本当に多くの声が寄せられ

ています。全国目安額２８円に対し、大分県は

３０円の引上げと。中小企業の多くはこの話を

聞いたとき、うそでしょうと、こんな時期に何

で上げるのと、そんなことしたらとてもやって

いけないという声を本当によく聞きます。

３０人未満の従業員の事業所に対して、労働

局で一定程度調査をしたところ、３０円上げる

と１６％ぐらいがそこに入る。だから、３０人

未満の事業所の方々の１６％が８２２円以下と

いうことになる。だから、本当に影響が大きい

と。

コロナ禍が収束すれば反映することも可能な

んだろうが、やはりこの時期はたまらないので

対策をしてほしいという声を２０ページ、２１

ページ、２２ページに書いてあります。

もう時間もないので、２３ページ以降、ここ

からが大分商工会議所の取組で、２３ページは

いつもやっている経営相談指導事業、オンライ

ン相談なんかも始めてみましたというところと、

いろんな実績について書かせていただいていま

す。

少しでも明るくなるようにということで、こ

ういうコロナの中でも頑張っている企業を今年

の２月に表彰しましたというのが２４ページ、

２５ページですね。

２６ページ、昨年の４月から５月にかけ、わ

が家レストラン、デリバリータクシー、これは

皆さんお使いいただいた方もいらっしゃるかと

思いますが、こういった取組をしました。

それから、２７ページはＧｏＴｏＥａｔ――

味力食うぽん券ですね。これは本当に好評のう

ちに８月１５日で終了させていただきました。

第１弾６０億円、第２弾２４億円で８４億円の

売上げで、１週間ごとに払ったので、その辺の

ところも御支持いただいた結果だと思います。

それから、第２弾まで終わっているところは、

多分大分県とあと香川県ぐらいしかない、とい

ったところです。

それから２８ページ、ＧｏＴｏ商店街事業を

使って、大分商工会議所でも中心市街地のスポ

ットをめぐるクイズラリーとキックオフイベン

トとしてのパブリックビューイングを昨年１１

月から１２月にかけてやりました。

それから２９ページ、これは今月８月上旬に

関あじフェア、関あじは本当に厳しいので、大

分商工会議所と漁協のタイアップで行いました。

それから、その下、夏のシークレット花火を

市内３か所で８月６日に上げさせていただきま

した。

最後の３０ページがワクチンの職域接種、こ

こもやはり経済の再活性化に向け、ワクチンは

大変大事なので、私どももしっかり応援してい

こうと、９月３日から６千人分実施予定です。

状況については以上です。

いろいろ私どもこれから本当に厳しい中、県

議会、県にもお願いしたいのは、やはりしっか

りした支援対策をお願いしたいと。幅広な経済

対策をやるとか、コロナで収益悪化を余儀なく

されているところへのピンポイントの支援であ

るとか、国、県でよくある業態転換とか業務改

善とか、結構ハードルが高い支援策はあります

が、やはりもっと使いやすいですね、なかなか

業態転換といっても、観光・飲食ではやりよう

がないですよね。そういったところもいろいろ

と工夫してやっていただきたいと思うし、今か

ら言うのもあれですが、コロナ後のことも少し

考えながら、いろんな取組、それと最低賃金へ

の対応といったところはぜひお願いしたいと思

います。

特に最低賃金、なかなか価格転嫁できないん

です。それからもう一つは、賃上げすると労働

力が減るという側面もあるんですね。私、１０

０万円でいいわという人も多いんですね。１０
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０万円稼げばいいよと。それよりも、１００万

円稼いで、家のことをもっとしたいとか、趣味

をもっとしたいと。だから、時間数を減らして

いくという方も一定数必ずいて、本当に労働力

が減るんではないかと思っているので、その辺

のところの対策、これは国の話になるかと思い

ますが、ぜひお願いしたいと思います。

ありがとうございました。平岩委員長

それでは、皆さんからお聞きになりたいこと

がたくさんあると思うので、どなたからでも構

いません。ざっくばらんに御意見をいただきた

いと思います。

とにかくコロナ禍の中でどうなるか末宗委員

分からないが、融資でさっき言ったのは、例年

より１，４００億円ぐらい多いんだね。１，３

００億円、２，７００億円とか言っていたから

ね。そしたら、その元金支払が恐らく２年ぐら

いだと僕は感じているんですが、それからの見

通しがね、金融筋に聞くと、そのときはそのと

きでしょうという、政府保証とか、そういうの

が入っているから、民間金融機関は知らないふ

うができるわけよね。それでもう大体、政府保

証が入っている分はお金を貸すが、入ってない

分は、それから先は知らんという実態なんよ、

考え方がね。そのときに、またもう一回大きな

山が来るなという予感が一つしているんよね。

そこら辺りはどんな感じかなと。

それともう一つ、最後に業態転換と言ってい

たやない。中小企業６千万円の補助金というの

があるよ、業態転換で。そして、私の周りでね、

若い経営者とか、すぐ金に目がくらんでろくな

業態転換もせずに申請だけはしよるが、１件た

りとも認められたことはないようです。

そこら辺りの感覚が――相当なエネルギーは

補助金をもらおうと思うて使うが、実態は厳し

くて、そんなに甘くはない。それを認めてもら

ったら、ちょっと違反に近いかも分からないか

らね。だけど、地方でその書類を作りきる業者

はそんなにないし、なかなか困っているという

感じがみんなの声を聞くとあるんよ。その二つ

よろしく。

まず１点目ですが、確かにこれ中島専務理事

からのことを考えれば、返還原資はどうするの

と。赤字続きだったら出ようがないので、そこ

は本当に心配なところです。

据置きが確か１年から２年ぐらいまであるの

で、あとは借換え、再計画、この辺のところで、

これがもっと長期化すれば、やはり対応してい

かざるを得ないのかなという気はします。金融

機関でもないので、なかなか言えないですが、

ただ、さきほど申し上げたように、皆さんこれ

以上借りても返せないと、大多数の商売人はや

はり返すことで考えていて、無責任なことはし

ません。その辺でこれから景気がどうなるか、

コロナ収束がどうなるのかが皆さん本当に心配

しているところだと思います。

それから、６千万円の補助金のところ、多分

経産省の事業再構築補助金だと思いますが、中

小企業はたしか１００万円から６千万円までだ

ったと思います。身の丈に合った事業をつくっ

ていく、６千万円――上があるから、そこを目

指していくとすると、やはり大変だと思います。

みんな６千万円を目指すよ。」と言う者あ（「

り） いやいや、やはり手出しがありますから

ね。あれは３分の２でしたかね。（「４分の３

ではなかったかな。」と言う者あり）４分の３

でしたっけ。

だから、やはり手元資金も必要になるので、

その辺のところはぜひ地元の支援機関、商工会

議所、あるいは、なかなかそこが難しければ、

産業創造機構といった県全体を見るところ、そ

ういうところとよく御相談をしてやっていただ

くといいのではないかな。本当にハードルが高

いと思います。（「高いよね。緩まないか

な。」と言う者あり）そこの６千万円はなかな

か緩まないんではないですかね。

やはり事業再構築というとハードルは高いと

思います。事業改善補助金みたいなところも確

かあったと思うので、いろいろそういうのを見

ながらということでお願いできればと思います。

中島専務理事、御無沙汰しています。原田委員

お元気そうに活躍している姿を見て、本当にう

れしいです。

今日話を聞いて、私が別府にいるからなのか、
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いわゆる経営環境って、やはりギャップを感じ

るんですよね。御存じのとおり、別府はホテル、

旅館、観光、飲食、それに関係するサービス業

がたくさんありますから、その中で本当にみん

なぎりぎりになっているという状況をやはり聞

くんですよね。

この委員会でも話しましたが、昨年、県税の

１年間の猶予措置があって、払えなかった。そ

したら、今年になって払ってくださいとなって、

差し迫って銀行に行っても、今の経営環境の中

で貸してくれないという相談がたくさんあるん

ですよね。

だから、今、県、国の取組も一律的に前月比、

昨年の比較で５０％、３０％でとしていますが、

いわゆる業種別の支援を考えていかないと。と

いうのは、さっきも話にあったように、巣籠も

り需要の中で最高益を出している企業もあれば、

逆にぎりぎりになっている状況と、本当に全然

違うわけですからね。そういった業種別の対応

もやはり必要になってくるのではないかと思っ

ています。とりわけ別府の思いをお話しさせて

いただきましたが、中島専務理事が見ていて、

やはりそれを一番先に感じているのではないか

なと思っていますが、いかがでしょうか。

正しくそのとおりだと思います。中島専務理事

さきほど申し上げたように、債務残高の多くは

観光・飲食といったところだと思います。国も

いろいろ支援策をつくってはいますが、それが

ＧｏＴｏトラベルですよね。いろいろ何か中央

だと悪の権化みたいなことを言う人もいますが、

やはり即効性もある。ただ、やはりコロナの中

でこれを維持していくのは難しいところもあり

ます。

あれが全ていいとは言いませんが、県のやら

れている新しい旅割なんかは、５千円の補助に

したところで、やはりＧｏＴｏトラベルの仕組

みだと、高いところばかりに行って、なかなか

中小は潤わないという面もあったんです。そう

いったところの対策を含め、今言われたとおり、

業種別、やはり観光・飲食中心にしっかりとし

た支援をやっていくのが大事だと思っています。

やはりＧｏＴｏトラベルみたいなものができ

なければ、最後は給付金とか支援金とかを入れ

ていく他ないのかな、そういうところをしっか

り私どももお願いできればと思っています。

行政に対する要望が何点か記載があ木田委員

り、行政支援の枠組みは柔軟にとありました。

事業所の規模に応じたとか、コロナの影響で減

少した割合に応じた支援策、一律１０万円とか

３０万円とか、持続化給付金も一律１００万円

というのがあったり、一律的な措置が多かった

と思います。めりはりがある支援の仕方はない

かという声が多く寄せられていないのかと、多

分、連合会でも意見を求めるとかいうこともあ

るのではないかと思いますが、行政の支援の在

り方について、どういった声が寄せられている

か、もう少し詳しく教えてください。

個々の事業者からは、そこまで中島専務理事

細かな支援の在り方についてはないです。言い

方は悪いですが、人のことがよく分かっていな

い方が多いので、やはり自分の事業、自分のこ

の分野に対してこれだけ厳しいから何とかして

くれという話の方が多いですかね。多分、旅館、

ホテルから聞けば、旅館、ホテルはといった話

が出るのでしょうが、その辺、余り業態別に話

を聞く機会もなくて。ただ、おっしゃったよう

に、コロナの第１波の後とかは、緊急的な資金

が必要だということで、一つ一つ吟味してとな

ると時間も手間もかかるということで、ある程

度みんなに出していくのは、それはそれで理解

できるのかなと思います。これだけ長引いて、

白黒というか、いいところ、悪いところが随分

分かってくれば、そういうかゆいところに手が

届くではないですが、やはり状況に応じた支援

を進めていった方がいいのではないかと思って

います。

最低賃金が上がるということと、逆太田委員

に雇用状況というか、いわゆる経営状況をよく

するためにコストをカットということで、数字

的には結構、悪くはないですが、実際、これか

ら先、２年後、３年後に雇用そのもののボリュ

ームが減っているという状況をどう捉えている

でしょうか。

雇用については、どちらかとい中島専務理事
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うと、今やはりこういう中にあっても、人手が

足りないと言っているところが多いと思います。

雇用が余って余ってというところはむしろ少な

いのかなと。これは業種、業態によってはそう

いうところもあるかもしれませんが、さきほど

申したように、賃金を上げていくと、一定程度

は労働時間が減るという層もあるので、やはり

１０３万円の壁とか１３０万円の壁とか言われ

ていますが、そういったところをきちんと対処

していかないと、むしろ人材不足がどんどん進

んでいくのではないかな。外国人技能実習生、

この辺のところもなかなか今思うように入って

きていないと思うので、そういったところも大

変ですし、人材の流動化が賃金を上げたことで

思ったようにはいかない部分もあるしと、やは

り雇用対策、雇用の流動性、人材の確保、大き

な課題だと思っています。なかなか地方では、

そういった部分は制度の問題があるので難しい

ですが、その辺は解決していただかないと本当

に大変になるかと思います。

今、来年の採用に向けて高校生に募太田委員

集をかけていますが、今までは年１人か２人ぐ

らいしか応募がなかったのが、今年は結構５、

６人、いろんな高校から応募が来ています。そ

れだけ高校に求人が少ないということなので、

それが今のコロナの特質として、反映されてい

るのかなと思ってお聞きしました。

それもあると思うし、県外に出中島専務理事

たくないという方もいると思います。いろんな

状況が今、混ぜこぜになって、そういうことに

なっているのではないかな。なかなか一つの要

因でとは言いにくい部分があるかと思っていま

す。

他にありませんか。平岩委員長

〔「なし」と言う者あり〕

よろしいですか。平岩委員長

それでは、最後に一言お礼を申し上げます。

中島専務理事、本当に今日はわざわざお越し

いただいてありがとうございました。

大変厳しい、ボリュームのある材料を短い時

間の中でお話しいただかなければならなかった

と申し訳なく思っています。

私たちも県議会として、また今日お聞きした

詳しいことをどうつなげていくのかを考えてい

かなければならないと思います。大分県は９９．

９％中小企業、零細企業です。働いている方が

多いところもあれば少ないところもある。そん

な中でも、第２波と第３波の間にほんの少しい

い時期があったんですね。これでいけるかと思

ったら、またコロナの再来で、大変今厳しい状

況になっているとたくさん聞きます。全体も見

ていかなきゃいけないし、細かいところにまで

――さきほど言われた、かゆいところに手が届

くということもやっていかなければいけないと

思いますが、また私たちにどうぞ御示唆いただ

いて、リードしていただければと思っています。

本当に今日はありがとうございました。どう

ぞよろしくお願いします。

以上をもって、新型コロナウイルス感染症対

策特別委員会を終了します。

お疲れさまでした。

９月８日にアンケート用紙をお配りするので、

よろしくお願いします。


